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はじめに

新聞が自らを語り，あるいは外部の批評に自ら

の紙面を提供し，さらに新聞やメディアの問題点

を報道する取り組みが広がっている。試みに新聞

記事を蓄積しているデータベース，日経テレコン

で「メディア」をキーワードに検索すると，全国

紙3紙(朝日・毎日・読売)合計の年間件数は1988

年の248件から.1991年908件.1992年1265件，

1993年1702件.1994年は2153件とうなぎのぼり

の増加を見せた。メディアはいまや，記事対象の

一角を占めるようになったといえる。

この変化を象徴するのが，メディア記事専門の

常設欄の登場である。 1991年6月，朝日新聞東京

本社が「メディア欄」を新設.1992年度日本新聞

協会賞に選ばれた。その受賞報告は「メディア欄

は，近年，社会へのかかわりや影響力がますます

大きくなっているマス・メディアを取材対象に据

えた，わが国の新聞界で初めての常設欄である」

としたうえで Iメディアそのものを社会現象とし

てとらえて報道するという，これまでにない新し

い手法を切り開き，新聞記事の幅を広げることが

ねらいであった}l)と自らの取り組みの意義を示

した。その後，他紙でも専門欄の常設が進み，あ

るいは有識者批評やメディア解説などのコラム欄

を創設する動きに弾みがついた。

新聞がメディアに関する問題や話題に紙面を割

くことは，社会的に大きな影響力を持つマス・メ

ディアについて情報や意見を交換するフォーラム

を形成・提供する取り組みであり，従来はもっぱ

ら内部問題として取り扱ってきた自らのふるまい

をチェックする自浄作用，すなわち自己検証を外

部にさらす意味を持つ。それゆえ，メディアに関

する報道は多かれ少なかれ，自己検証報道という

位置づけが可能だろう。メディアの抱える問題状

況を唱ら部'として覆い隠しているという批判が

強かっただけに，情報伝達の重要なプロセスを担

うメディアが，自らをブラックボックス化して批

判や批評から逃れることを放棄する重要な一歩と

いえる。

新聞の自己検証報道の意義

本稿の関心の焦点は，新聞に現れたメディアに

関する報道を自己検証報道と捉え，その増加が新

聞の自浄能力の向上につながりうるかについて検

討することにある。前半の第I部は新聞の現状と

問題点を浮き彫りにすることを目的としている。

第一章では新聞の病理として「発表ジャーナリズ

ム」を取り上げ，情報管理の強化，経営至上主義，

記者クラブ制度がその要因となっていることを描

きだしたうえで，新聞(マス・メディア)の自由

と社会的機能から見て，発表ジャーナリズムがい

かに致命的な病理であるかを提示する。続く第二

章では，新聞が自らの病理に対して自浄能力を発

揮するために設けてきた自己検証の様々な形態を

概観し，自己検証報道に先立つこれらの諸制度の

限界を見る。ここでは，比較的長い歴史を持つ自

主規制，紙面審査機構に加えて.1989年以降に充

実が図られた苦情・意見処理，同時期に新設され

た紙面審議会の取り組みを取り上げる。ここにき

て，自己検証報道がそれらの限界をいかに克服し

うるかが焦点となるわけだが，後半の第II部は自

己検証報道について「広がり」と「深まり」の両

面から検討を加えることになる。「広がり J. つま

り自己検証報道の浸透を見るために全国の新聞社

を対象として独自に実施したアンケート調査を紹

介し，その内容と新聞側の評価を確認する作業が

第三章に当てられる。第四章では「深まり J. つま

り現実の自己検証報道として何が語られ何が語ら

れないかを検証する。具体的には，自己検証報道

の最も新しい形態である朝日新聞の「メディア欄」

記事において，発表ジャーナリズムの温床とされ

る記者クラブに関する問題がどのように扱われて

いるかを観察する。第五章は総括として，自己検

証報道が急速に浸透してきた要因を分析したうえ

で自己検証報道の意義を検討し，メディア欄担当

者のインタビューを踏まえて自己検証報道の課題

を示す。ここでは，自己検証に受け手を組み込む

ことによって経営至上主義の内圧をかわし，さら

に情報管理の強化という外圧に抵抗する足場を固

める試みという点で，自己検証報道が発表ジャー

ナリズムからの脱皮を図るうえで有用な手法とな
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る可能性を秘めていることを論じる。

ただし，こうした取り組みは胎動を始めたばか

りといえる時期であり，新聞界に定着していくか

否かもはなはだ流動的であること，分析の対象と

して取り上げた素材，課題が限定的なものである

ことから，ごくラフなスケッチにならざるをf尋な

い。 90年代の新聞界の歩みの一端を記述し，新聞

の自己改革の方向を探る試みとしたい。

本論に入る前に，本稿を書くに当たって参照し

た主な文献，資料およびインタビューリストを列

記しておく。新聞という底辺の広い対象を描くた

めに研究文献から労働組合の機関紙まで多様な資

料を活用したが，一般にはなじみが薄く入手困難

と思われるものも含まれているため，筆者の情報

環境を明示する意図からである。なおここで挙げ

た文献の通し番号([1 J…)は注の引用の際に使

われる。

大半の日刊新聞社が加盟する日本新聞協会およ

び日本新聞協会研究所の発行物として

[ 1 J 日本新聞協会『新・法と新聞~ (1990) 

[ 2 J日本新聞協会研究所 w2000年の新聞一一

新聞メディアの中・長期ビジョン総合研究

報告書~ (1989) 

[ 3 J日本新聞協会研究所年報(第 6号;

1984~第 12 号; 1994) 

[ 4 J 日本新聞協会『新聞研究~ (月刊)

[ 5 J 日本新聞協会『新聞協会報~ (週刊)

があり，新聞の全体像から直近の情勢まで幅広い

情報をえることができる。とりわけ[4 Jは協会

が実施する各種調査の報告が掲載されデータ価値

が高いほか，頻繁に組まれる座談会ではより本音

に近い発言，問題提起が多くなされており，現状

を把握するうえで大いに参考になった。ここから

の引用が多いのは，そのためである。その他，

78 

[ 6 J 桂敬一『現代の新聞~ (岩波書屈， 1990) 

[7]ジュリスト増刊『現代のマスコミ~ (有斐

閣， 1976) 

[ 8 J 法学セミナー増刊『犯罪報道の現在~ (日

本評論社， 1990) 

[ 9 J 東京弁護士会編『取材される側の権利~ (日

評論社， 1990) 

などの文献は，新聞界から距離を置いたところか

ら新聞の問題点を解説している。

研究文献では，主にマス・メディアの自由と社

会的機能，自己検証に関連して

口oJ 長谷部恭男『テレビの憲法理論~ (弘文堂，

1992) 

口1J松井茂記 wrマス・メディアと法」入門』
(弘文堂， 1988) 

口2J 浜田純一『↑青報法~ (有斐閣， 1993) 

[13J日本マス・コミュニケーション学会『新聞

学評論~ (年刊)

[14J Vincent B!asi， The Checking Value in 

First Amendment Theory， 1977， Amer-

ican Bar Foundation Research Journal 

口5JLee C， Bollnger， Images of a free press， 
1991， University of Chicago Press. 

[16J The Commission on Freedom of the 

Press， A Free and Responsible Press， 

1947 University of Chicago Press. 

などを参考にした。

[17] wマスコミ市民~ (月刊)

口8J w総合ジャーナリズム研究~ (季刊)

は市販されている定期刊行物である。団体の会報

として購読したのは次の二つである。

[19Jマス・コミュニケーション倫理懇談会全国

協議会「マスコミ倫理~ (月刊)

[20J人権と報道・連絡会『人権と報道・連絡会

ニュース~ (月干リ)

一般に向けて刊行されている文献の他に，主に

組織内部で使われる資料のいくつかにも目を通す

ことができた。

[21J朝日新聞社『調査研究室報』

[22J共同通信社「研修』

[23J朝日新聞労働組合新聞研究委員会『新研か

わら版』

[24J日本新聞労働組合連合『提言ー一記者クラ

プ改革~ (1994) 

[25J毎日新聞労働組合『対話する新聞をめざし

て~ (1993) 



[26J毎日新聞労働組合新対機関紙『奔流』

などで， [21Jは社内研究組織の研究成果の発表媒

体であり， [22Jは配信先の加盟社を対象とした研

修の内容を報告する定期刊行物である。また[23J

は労組の機関冊子で毎年発行されている。 [24J

[25Jおよび [26Jからは記者クラブ問題に対する

労組の取り組みを知ることができた。

もちろん新聞記事も重要な資料であり，分析の

対象とした朝日新聞メディア欄はもとより，同欄

記事を単行本としてまとめた

[27J朝日新聞社会部wv.S 朝日新聞~ (朝日新
聞社， 1993) 

などにも目を通した。

文献以外ではデータベースを活用した。新聞記

事を収録している「日経テレコン」の検索は作業

の効率化，資料収集として不可欠であり，第一法

規「法律判例文献情報CD-ROM版」からは記者ク

ラブ訴訟の詳細を調べるうえで有益なデータを得

た。その他，国立国会図書館「雑誌記事索引」を

利用した。

また，インタビューの主な対象者を以下に挙げ

る(いずれも肩書は当時)。

[28J帆江勇朝日新聞メディア欄担当デスク

1994年 11月25日実施

[29J天野和明前朝日新聞メディア欄担当デス

ク 1994年 11月25日実施

[30J倉重篤郎毎日新聞労働組合本部執行委員

長 1994年 11月22日実施

[31J斉藤仁日本新聞協会研究所研究員 1994 

年 11月25日実施

第 I部 発表ジャーナリズムと自己検証

第一章発表ジャーナリズムという病理

l 発表ジャーナリズムの構造

(1) 画一報道と相互束縛

テレビの平均視聴時聞が 1日3時間前後に及

び 1世帯当たりl.2部の新聞が講読されている

日本は，その普及において世界有数のマス・メディ

ア先進国とされる。特に新聞は人口 1000人当たり

の発行部数が562部に達し世界ーを誇る(九

新聞の自己検証報道の意義

だが，新聞は深刻な病理に侵されている。それ

は発表ジャーナリズムに走り，新聞の社会的機能

を麻薄させている，という一言に尽きる。発表

ジャーナリズムとは，メディアの報道が情報源の

発表に主導されて報道内容が画一化し，さらには

メディア聞の相互束縛が生じる状況を指す。

(a)画一報道各メディアは紙面全体の8割を占

めるとも言われる(3)官庁の発表情報中心に画一

的な紙面を作り，-ニュースソースは一つ，何を読

んでもほぽ同じ」のコピーが新聞拡張チラシに刷

り込まれる(叫。最も実態を身近に接している現場

の記者が「新聞批判の内容で当たっていると思う

もの」を 11項目から複数回答する日本新聞協会の

アンケート(1994年実施)に対して「発表ものが

多すぎる」に 69.7%が，-画一的・横並び記事が多

い」には 68.5%が肯定の回答している(5)ことは，

画一化の何よりも雄弁な証左と言えるだろう。メ

ディアが官庁の発表を報道することは何ら非難さ

れることではないが，問題はその圧倒的な量と扱

い方の横並びにある。これでは情報源がニュース

を決定し，メディアは単なる情報の運び屋になっ

てしまっている，という見方を否定できない。

(b)相互束縛発表をタネに同じような紙面を

作っている結果，発表の形でメディア聞の平等が

確保されることが最大の関心事になり，その横並

びの、平等。を侵さないよう互いを束縛すること

につながる。その端的な手法として活用されるの

が一定期間報道を差し控える報道協定である。日

常的に協定が結ぼれる記者クラブでは，協定違反

に対して全国平均で36%，中央官庁では6割まで

が除名や登院停止(取材制限を含む記者室出入り

禁止)といった制裁措置を用意している(6)。誘拐報

道など人命にかかわる協定は別として，官庁が根

回しの時間確保や特ダネ潰しのために発表の時期

を指定するような黒板協定例に対しては，独自取

材を規制しあい，安易な横並びを強制し，それが

報道管制の先取りになるとして疑問が大きい。

(2) 三つの要因

それでは，何が新聞を発表ジャーナリズムに走

らせるのだろうか。第一に情報源による情報管理
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の強化という、外圧汐であり，第二に新聞の経営

至上主義という、内圧かであり，第三にその両者

を統合する、場かとしての記者クラブ制度に由来

する。

(a) 情報管理の強化情報管理の強化は，現場

の記者が「紙爆弾J r発表洪水」と呼ぶ官庁の発表

体制の拡充に見て取れる。沖縄を除く 46都道府県

の広報活動に関する自治省の統計によると，報道

機関に向けたレクチャー及び資料配布の件数が

1986年の約6万件から 6年後の 1992年には約8

万件へと膨らんでいる。発表体制の強化には二つ

の側面がある。一つは自分の利益に沿うよう情報

を誘導する効果であり，パプリシティ活動の重視

と呼ばれる。「週休二日で土，日曜はあまりネタが

ないでしょうから，何日付げで」と役所側がタイ

ミングを指定する、日曜原稿かの増加をはじめ，

「役所側が新聞の舞台裏をよく研究していて，小出

しにしたり公表の時期を見計らうというケースが

多い}8)という声が聞かれる。いま一つは，単純に

情報を隠すのではなく，多くのPR情報を氾濫さ

せることで隠蔽したい情報から目を逸らさせる側

面であり，情報源からの売り込みを主とするパプ

リシティ活動より深刻な情報操作となる。発表が

統制の隠れ蓑となる事例として 1985年の国勢調

査の概数人口の発表が数日遅らされたケースがあ

る。臨時国会の六増六減案審議への影響を恐れて

審議決着前に公表しない総務庁の意向を察知した

新聞が，都道府県単位で数字を集めたが，総務庁

に報告する期限を過ぎても都が取材に応じず，結

局は臨時国会終了まで報道できなかった。「数字を

取ろうとしてもどうしても取れないほど，厳重な

秘密管理がなされているところに，高度にプログ

ラム化されたものがある}9)現実が透けてみえて

くる。

発表を待つ姿勢を打ち破ろうとすれば，記者は

多大な労力を要求され，情報管理の壁にぶち当た

ることになる。警察情報に依存した記事で報道被

害を生み出していると批判される犯罪報道の現場

でも，拘置所で被疑者に接見を求める記者に「報

道しない」との誓約書を提出させるなど規制が目
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立ち，取材の困難さが改善の足かせになっている

ことが指摘されている。逮捕情報はプレスに限ら

ず市民にも 24時間以内に公開に応じなければな

らない州法が整備され(ニュージャージー州)，被

疑者は拘置所からプレスを含む外部と電話連絡が

可能(ミネソタ州へネピン郡拘置所)といった制

度的保証を持つ米国の事例(叩)と比較するとき，日

本のメディアが発表ジャーナリズムに走りやすい

土壌が浮かび上がる。

(b)経営至上主義 、内圧'としての経営至上主義

は，産業としての新聞が脆弱な経営体質を持ち，

構造不況産業とまで言われるところから発してい

る。収入の面では購読収入と広告収入がおよそ

半々であるところ，ほぽ全世帯に普及した購読市

場は飽和状態にある。他方，広告は 1975年に媒体

トップの座をテレビに奪われて以降はじり貧で，

1991年には初めてシェア 20%割れに至った。経営

の危機感は安易に効率・利益主導に流れやすい。

行政府の広報体制整備が80年代を通じて完成さ

れたとされるが，この時期は新聞界で急激な設備

投資が進んだ時期と重なっており，設備拡充に伴

う記事量確保が目前の課題となれば発表資料は実

に効率的で確実なネタとなるわけで，ここで新聞

と情報源の需要と供給のタイミングが見事に一致

している。しかも 1960年から 1988年までの 28年

間に新聞の用紙消費量は4.4倍，輪転機台数は

3.5倍に増えているのに，従業員は1.2倍の増加

にとどまり(11)，従業員一人当たりの紙消費量が3

倍に増えている数字から記者の出稿強化を読み取

ることはたやすい。実際，新聞協会研究所の記者

アンケートは 75%以上の記者が「発表ものをこな

すのに追われて背景説明や分析記事を書く余裕が

ない」事態に直面していることを伝えている(1九

情報の量にとどまらず質の面でも，経営ニーズ

の関心は同業他社との競争に集中し，記者の評価

も他紙との比較でのみ行われる結果，情報源の

リークを特ダネ，特オチ(白紙だけ記事にならな

いケース)と呼んで一喜一憂する、コップの中の

戦争'に明け暮れる記者を再生産する。スクープ

至上主義的な考えは，裏返って特オチは何として



も避けなければならない目標となる。ヌクよりヌ

カレナイ横並びのための競争は，発表で横並びが

確保されることへの欲求を強化し，発表ジャーナ

リズムを呼び込むことになる。発表ジャーナリズ

ム打破のために調査報道をーーと叫んでも，手間

障のかかる取材はコストが大きく(日)，合理化や効

率化を目指す経営論理とは相反して排斥されがち

な状況が存在する(川。

この経営ニーズを貫徹させるのが，編集権であ

る。 1948年に日本新聞協会が発した「新聞編集権

の確保に関する声明」に由来するもので，編集権

の名の下に業務に関して絶対的ともいうべき広汎

な管理権能を設定し，その行使は「経営管理者お

よびその委託を受けた編集管理者に限られる」と

した。これはむろん法に基づく権限ではなく政治

的概念にすぎないし，日本独自のもので諸外国に

は見られない(15)。というのも，この声明は冷戦に

対応した占領政策の転換の一環としてGHQに

よって推進されたもので，新聞労働者による自主

管理闘争を押さえ込むために利用された経緯を持

つ(16)。近年では， 1989年の天皇死去を前に行われ

た組合との交渉で経営側が「紙面の内容について

は組合とお話しするのはなじまなしコ」として一切

の意見交換を拒否しだ17)ケースがあり，編集権概

念が編集現場の自由な意見の交換を抑圧する盾と

なっていることがうかがえる。

こうした経営からの圧力に追い詰められた取材

現場では，高名なベテラン記者から「情報洪水の

選別係になっていること，そのことにある程度の

優越感さえ感じている }18)との精神分析を引き出

すような記者意識が蔓延する。「記者は健康で一流

大卒，精神的にもタフな仕事中毒の集団J(19)とさ

れる人材の一面性に加えて，生活実感も持てない

ような長時間労働のなかで，平均的な市民生活か

ら離れていき，さらには集団の特性が共通する官

僚に親近感を深めることも，発表ジャーナリズム

を加速させることにつながる。

(c)記者クラブ制度 記者クラブとは，各種官庁

や公共機関，団体，一部企業の庁舎内に置かれた

記者室を拠点に当該官庁等の取材活動を行う記者

新聞の自己検証報道の意義

の団体であり， 1986年の調査で東京に 99，全国に

612のクラブが確認されている(20)。官庁等が情報

を提供しようとする場合，記者クラブに対して会

見やレクチャー(説明会)，資料配付を行うほか，

当該官庁等に関連する独自取材も記者クラブ加盟

の記者が主に担当しており，圏内ニュースの多く

は記者クラブを通して収集される。記者クラブは

まさにニュース取材の前線基地の機能を持ち，ま

た，官庁をはじめその活動が社会生活に大きな影

響を及ぽす機関の活動を日常的にチェックする点

で情報源監視の機能を有する。

報道活動に大きな役割を果たす記者クラブ制度

はまた，発表ジャーナリズムの温床でもある。こ

れまで見てきたように，情報源が洪水のように大

量の発表を行う一方で記者の主体的な取材を規制

することで情報統制を行い，メディア側は情報の

安定供給を望みつつ特オチを嫌う，という相互作

用の結果，発表情報に依存した横並び報道に帰結

するーーというのが発表ジャーナリズムの構造で

ある。記者クラブ制度はこの構造を補強し，さら

に排他性という新たな問題を生じさせる。

情報源は，記者室など物理的な使宜供与や非公

式な懇談を含む大量の情報提供を一定の枠内の記

者に独占的に与えることによって，主要メディア

の情報源への依存を補強すると同時に，その枠に

入らない取材者を排除し，情報統制が容易な環境

を手に入れる。一方で，庁舎内の施設をまるで自

分のオフィスのように占有できるメリットが与え

られる記者室の供与は，報道活動の環境整備とい

う点でメディアの運営(経営)に大きな補助を与

える。それにとどまらず，発表依存が浸透するこ

とによって発表へのアクセスこそがメディアの優

位性を決めることになり，発表アクセスを独占し，

その、特権かを守るために新規参入を拒む心理を

助長することにもなる。また，横並びに関しでも，

記者クラプ内の協定などによってさらに相互束縛

が補強される。この‘親睦団体内21)では独自の取材

活動や判断が、抜け駆けかと見なされ，横並びこ

そが全員の平和と安全を保障するもの，という心

理状態が生まれやすい。何を報道するべきかとい
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う価値判断が，他紙が報道するか否かの情勢判断

に取って代わられる。監視の対象が情報源から同

業他社に移ると言っても過言ではないだろう。

つまり，情報統制の強化という外圧と経営至上

主義という内圧が，記者クラブ制度を得て実に効

果的に報道に浸透することになる。

では，新聞が経営を第ーとして発表ジャーナリ

ズムに走り，情報統制の片棒を担ぐとしても，そ

れはー私企業の、選択の自由かなのだろうか。こ

の間いは，新聞が私企業の営業の自由にとどまら

ない報道の自由の主体とされることから，マス・

メディア(報道)の自由および社会的機能から発

表ジャーナリズムを考える必要を導き出す。

2 マス・メディアの自由と社会的機能

この項では，第一に，マス・メディアが有する

報道の自由は，個人の表現の自由とは異なり，受

け手の知る権利に奉仕するという社会的機能から

基礎付けられること，第二に，それゆえ，個人の

有する表現の自由とは異なる取り扱いが認めら

れ，機能不全に対して規制をもって対処すること

を排除しないこと，第三に，にもかかわらず現代

の知る権利の実現がマス・メディア抜きには困難

であり，マス・メディア規制が受け手の利益を侵

す可能性が高いことーーを論じ，発表ジャーナリ

ズムが新聞の自由にとっても受け手の自由にとっ

ても根源的な病理であることを提示する。

マス・メディアの自由の根拠は，憲法21条の表

現の自由の保障に求められる。判例は，受け手の

知る権利に奉仕することを根拠に報道の自由に憲

法上の保障を認める。すなわち，マス・メディア

はその社会的機能から報道の自由の担い手として

憲法保障を受けるが，それは国民の利益，受け手

の利益に根ざしていることが強調されているわけ

である。それゆえ新聞を中心に大半のマス・メディ

アは，私企業でありながら社会的に重要な公共的

機能を果すことが期待される二重の地位を持って

いるといえる。

ところで，マス・メディアが集中寡占化し巨大

化して第四権力と称される現代にあって，マス・
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メディアは個人の社会的名誉を吹き飛ばしたり，

社会的偏見を助長したり，適正な民主主義過程を

査める危険を苧む存在であり，個人の有する表現

の自由とは段違いに大きな影響力を持つことは今

や自明の理となった。二重の地位のうち私人であ

ることに比重を置けば，マス・メディアと個人の

聞に埋めがたい格差，不平等が生じることになる。

それゆえ，米プレス自由委員会の 1947年報告書

は，.プレス(ニマス・メディア)を保護すること

は，もはや自動的に市民もしくは地域社会を保護

することにならない}山と述べ，市民の自由を実

質的に保障するためにマス・メディアの自由に歯

止めをかける必要性を説いたのである。ここでは

マス・メディアと一般市民との断絶が痛切に意識

されている。すなわち，基本的人権である表現の

自由に関して， 19世紀的な「国家権力からの自由」

のなかでは「プレス」と「市民」は共に「権力」

と対置されるこ極構造となるが， 20世紀に入って

マス・メディア化が進行すると送り手である「プ

レス」と受け手たる「市民」の互換性がなくなり，

「権力」対「マス・メディアJ 対「受け手」の三極

構造に転換した，という認識である。

マス・メディアの自由に個人とは異なる歯止め

を求める社会的責任論は，日本では新聞倫理綱領

に盛り込まれるなど広く受け入れられている。マ

ス・メディアが個人とは別種の自由を享受し，行

使していることを認めるならば，マス・メディア

を私的な表現主体ではなく，特定の社会的機能を

果たす一定の制度として捉える視点が出てくる。

そこでは，公共的機能を追求するために個人の表

現の自由とは異なる取扱いが求められ，マス・メ

ディアの特権と政府による制約が正当化されるこ

とになる。ドイツの「プレスの制度的理解」と呼

ばれる憲法理論は，マス・メディアの自由を，多

数のマス・メディアが自由に競争し合う社会状態

を制度として保障したものと解釈し，政府情報開

示請求権，記者の証言拒否権などのマス・メディ

アの特権を州法や訴訟法によって法的に保障す

る。マス・メディアへの政府の介入を厳しく抑え

る考え方が主流の英米法でも，政府の三つの公的



部門の外部にあって追加的にこれらをチェックす

る第四の制度として自由なマス・メディアを構想

する考え方が判例の少数意見に見られ(町，記者の

証言拒否特権を認める法律 (shieldlaw)が約6割

の州で制定されていることから，一定の容認を得

ていると考えられる。

制度としてのマス・メディアの自由を基礎付け

るのは，政府規制を拒否する「切り札」となる表

現主体としての自由よりむしろ，受け手の利益に

奉仕するという社会的な役割・機能ということに

なる(刊。それゆえ，その機能を発揮するためには

一般の受け手には与えられない特権を持つと同時

に，機能が果たされないならば個人の表現の自由

には許されない規制が認められる余地が出てく

る。

それでは翻って，マス・メディアが担う社会的

機能とは何だろうか。米プレス自由委員会は，①

日々のできごとについて，正確で総合的で知的な

説明を，できごとの意味が分かるような文脈の中

で報道すること，②論評や批判を交換するための

広場となること，③社会の中のいろいろな集団が

互いに意見や態度を示し合う手段となること，④

社会の目標や価値を示して明確にする手段となる

こと，⑤プレスが伝える各種の情報，思想，感情

などの流れが社会の全成員の耳目にとどくような

道を開くことーーを挙げる(問。一言でいうなら，

社会という環境を監視し，伝達する機能というこ

とができる。とりわけ公権力の活動が拡大してい

る現代においては，マス・メディアの監視はなに

よりも公権力に向けられる。公権力の濫用を監

視・公表することによってマス・メディアが現実

に果している権力抑制的な機能に注目して

「チェッキング価値理論」を提唱する米国のピンセ

ント・ブラシは，①公権力の濫用は本質的に私的

権力よりも深刻な害悪となる，②人聞が害悪を生

み出すのは必然的であり，それを除去する方策が

必要，③政府の対抗勢力となるのは，組織・財政・

専門的能力を備えた批評家である，④大衆が権力

者のふるまいに対する最終的な判定者であるべき

一ーとの認識を前提に，政府の対抗勢力として現

新聞の自己検証報道の意義

代のマス・メディアの役割を強調する(2九

すなわち，民主主義のもとで国民が主権者とし

て判断しようとすれば，強力な公権力に対抗して，

飛躍的に拡大している公権力の行動を把握し，か

つ影響を及ぽしうる専門機関を確保することが必

要になる。可能性としてはパソコン通信などの進

歩によって既存のマス・メディアとは別のコミュ

ニケーション空間を創造する道もありえるが，い

まだその姿を明らかにしていない。それに対して

マス・メディアは，専門化し拡大した現代の政府

機能を監視するための基盤となる取材の機構とノ

ウハウ，伝達手段を有しており，専門機関の役割

を担いうる。そこで，公権力の外部に確保された

フォーラムとして公的な議論を促進し，公権力の

権力濫用を抑制していく機能に，現代社会におけ

るマス・メディアの存在意義が見いだせるo その

ために大きな影響力を持ち，公権力から自由に活

動する組織であることが要請され，許容されるが，

これはもっぱら受け手の利益から導き出される。

環境監視，とりわけ権力監視機能を果たすことは

しばしばジャーナリズムの本質として挙げられる

が，それは単に一職業倫理にとどまらず，憲法が

保障する個々人の表現の自由(知る権利)から導

き出された役割であることを，ここで強調してお

きたい。

しかるに，発表ジャーナリズムは権力監視とい

うマス・メディアの核心的な社会的機能を放棄す

ることを意味する。マス・メディアが政府に対し

て自由を主張するためには，その自由が受け手の

利益に適い，その支持を受けていることが必要に

なる。受け手の利益を無視した発表ジャーナリズ

ムに走る新聞は，受け手の支持を失ったとき，規

制をかけられたらひとたまりもなく自由を失うこ

とになる。緩慢な，そして執行猶予付きの自殺で

あり，それゆえに危機の自覚が薄い。

マス・メディアの自殺はまた，受け手にとって

も深刻な悲劇となる。暴走する自由なマス・メディ

アに見切りをつけ公権力による規制(法的規制)

を支持するとしても，他に権力監視の制度を見い

だせないとすれば，法的規制を受けたマス・メディ
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アが過度の萎縮効果を起こし，結果として受け手

の知る権利を狭くする危険性が大きい。先の米プ

レス委員会も，マス・メディアの法的規制につい

ては「全体主義に対する安全弁を失う」として消

極的であり，マス・メディア自身による自主規制

の必要を強調した(27)。となれば結局，早急に法的

責任を追求する規制よりも，自律的なチェツクシ

ステムによってマス・メディアの権利の濫用を排

除していく方向が，受け手の利益の観点から正当

化されうるだろう。そこで，マス・メディア内部

の自浄能力が問われることになる。

第二章新聞の自己検証

| 自己検証制度の必要性

前章で見たとおり，マス・メディアが報道の自

由を享受するのは受け手の知る権利に奉仕すると

いう社会的利益にその基礎を置き，活動の重点は

受け手の利益を踏まえて権力監視に向けられる必

要がある。その社会的責任を果たし，自由の濫用

を防ぐために自己検証が求められる。つまり，自

己検証はマス・メディアの自由の前提といえる。

続いて，自己検証の責任主体として最終的には

記者の資質の問題としてとらえる姿勢が目立つて

きたことに触れる。もちろん，マス・メディアに

かかわる個々人の自己検証の必要性を強調するこ

とに異論はない。しかし，-特定組織の成員はその

組織体の機能的要件に合致するように個人的価値

と行動を調整する}叫という組織論の基礎的命題

を引くまでもなく，組J織的なノTックアップなしに

自律的な職業倫理だけを求めるのは酷であろう。

とりわけ，編集権という他国では類を見ない絶対

的ともいうべき広汎な管理権限を経営者に認めて

いる日本の新聞では， トップダウンの労務管理が

徹底しやすい土壌を持っており，組織的対応，つ

まり社内の自己検証制度のあり方が問われること

になる。

2 自己検証制度の現状

(1) 自己検証の枠組み

報道に走った戦前の反省からスタートを切った。

1946年に策定された日本新聞倫理綱領は， GHQ 

の指導の下，米国のジャーナリズム基準 (The

Canons of ]ournalism， 1923)を参考に作られた

もので，新開業の公共性を根拠に自らの社会的責

任を宣言し，報道と評論の自由の限界，公正，寛

容，気品といった項目を挙げている。

その後，出版，広告についても倫理綱領が作ら

れ，映画だけは業界ぐるみの監視機関が作られた

が，新聞やテレビ，出版は綱領に基づいて各社で

自主的にチェックするという体制をとった。新聞

の場合，綱領の遵守を加盟条件とする日本新聞協

会が新聞編集の基準を定め，選挙報道，事件報道，

記者クラブ，名誉棄損やプライヴァシー侵害など

について方針を示している(29)ほか，各社が明文の

基準を設けているケースが多い。

(2) 諸制度の概要

(a)自主規制 自主規制は主として情報選択の場

面で実行されるものであり，イ)法令に基づく言

論規制ではなく，ロ)マス・メディア企業，その

連合体の意思，または労働者個人の心理によって，

ノ、)情報の受け手への効果を予測し，その効果を

消滅もしくは減殺させる目的で，ニ)その情報を

破棄したり改変する行為 と定義できる(30)。ま

ず新聞倫理綱領が「報道，評論の限界」として，

イ)報道の正確さ，ロ)報道と解説の分離，ノ、)

報道が宣伝に利用されないよう警戒する，ニ)名

誉の尊重，ホ)公正な評論 を謡う。続いて新

聞協会が，人権尊重の見地から少年犯罪や誘拐報

道，事件被害者及び関係者の報道，差別表現，性

表現等について基準を提示し，報道協定や匿名報

道の指針となっている。

(b)紙面審査機構報道した記事・紙面を事後に

チェックする社内制度で(31)，日本新聞協会が会員

新聞を対象に継続的なアンケート調査を始めた

1961年以降， 50数社での実施が確認されている。

1993年4月に実施された最新調査(第 11回)によ

ると(叫，担当者は1社平均8.6人，うち専任者は

25.9%と兼任者の多さが目立つ。審査の内容につ

新聞の自己検証は，言論統制のもとで大政翼賛 いては， 10項目から審査の重点となる 5項目を選
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択する調査を行っており，上位には①記事内容の

正確度，②価値判断の適否(取材・整理両面につ

いて)，③人権，紙面の品位などへの配慮，④他紙

との記事掲載遅速，内容の比較ーーが挙げられる。

また，審査結果は日報や月報などの文書で取材・

編集現場に伝えられているケースが9割を越えて

いる。

(c)苦情・意見処理受け身の自己検証の契機と

なりうるのが苦情・意見処理であり，朝日新聞が

1989年9月，サンゴ損傷事件の反省から読者広報

室を発足させて以降，応答組織の‘新設・拡充ラッ

シュかが起きた。 1993年までに 40杜が「読者セン

ター」などの名称を冠した応答窓口を開設してい

る(則。 1990年前後から名誉駿損訴訟などの司法判

断がメディアに対して厳格になる傾向(34)を受け，

新聞側に訴訟以前での解決を図る気運が高まった

ことも大きく影響しているとみられる。 1991年7

月の時点で在京紙の活動状況(主に電話受付)を

見ると(m，担当者47人で 1日平均450件を受け

る朝日から 3人で50件を処理する毎日まで体制

には幅はあるものの，記事に関する質問や問い合

わせが 7-8割を占めるのは各社に共通してい

る。意見や苦情は販売や広告にも広く及んでいる

が，編集局関係では朝日の例として，記事内容と

見出しの間違い，不適切な記述に対する訂正要求，

論旨と表現方法への批判などが挙げられている。

受理した内容を一枚ずつカード化して関係部局に

回覧したり(東京，毎日など)，分類・分析して定

期的に冊子にして社内に配付する(東京)等の方

法で社内への周知を図るケースもある。

(d)紙面審議会朝日新聞が，やはりサンゴ損傷

事件を契機に導入した制度であり，社外の学識経

験者ら 5人に委嘱して 1989年9月に発足した。社

外の立場から紙面や出版物への意見を述べる諮問

機関で， 1年聞を 1期とし，月例で開催している。

新聞界では初の組織として注目を集めた。審議さ

れた内容は，新聞写真の取材，事件・犯罪報道，

湾岸戦争の報道，署名記事のあり方，国益と報道，

お妃報道申合せ，総選挙報道などに加え，系列テ

レビや関連企業主催のイベントを記事化する際に

新聞の自己検証報道の意義

抑制的であるべきとの注文，論説委員など新聞関

係者が各種の政府審議会に委員として参加するこ

との是非など，具体的な記事に限らず新聞の姿勢

に関する問題も含まれている。

(3) 問題点

(a)密室性 自主規制の取り組みは，人権に配慮

した報道姿勢を表すものとして語られる一方

で(3ヘ編集による情報規制として批判の的にもな

る(3九ここで問題となるのは自主規制の密室性で

ある。犯罪報道などは基準が明示されている場合

が多いが，明示されない、ケース・パイ・ケース'

の規制も少なくない。一種の情報操作である以上，

規制の基準とその理由は可能な限り広く明示され

ている必要がある。

さらに，紙面審査の結果を報告する審査報が社

外秘となっている点も閉鎖的である。不適切ある

いは不正確な記事を読んでいた場合でも，訂正記

事以外では読者にはそれを知る機会が限られる。

このことは紙面審査の内容に関連しており，他紙

との記事掲載遅速や整理の適否などを重視する側

面が強いために社内向けの性格を強め，公表を阻

む要因になってしまう。特に他紙との競争が重視

されてきており (38)，審査報の公開はさらに困難に

なると予測される。

外部から有識者を迎える紙面審議会は最も密室

性を克服した形態であり，審議の様子は紙面で紹

介される。しかし，例えば1992年2月の審議会で

は誤報による「おわび」掲載，記者クラブ制度・

報道協定，憲法問題，一面トップ記事の4点につ

いて審議しながらコラムでは一面トップの論議し

か紹介されない実態もあり，委員経験者から「討

議内容がもう少し外に紹介されれば良かった}州

との声も聞かれる。

(b)独立性への疑問 その点，外部からの苦情や

批判に対応する苦情処理には密室性の問題は少な

い。苦情の‘発生源かであり時間に追われる編集

担当者から距離を置いた冷静な対応が功を奏し

て，窓口を通じておわび，訂正記事の掲載につな

がるケースが月平均 10件あるという附。各紙に

掲載される訂正記事が近年，目立つて増えてきて

85 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャ←ナル No.21995

いることも，窓口充実の成果と見ることが可能だ

ろう (41)。しかし， 1993年に行われた企業の広報担

当者のアンケートでは「誤りは認めたが訂正記事

はなし」が誤報経験者の51%を占め r訂正記事掲

載」は25%にとどまっている附。これは，窓口が

紙面を通した救済策について単なる取次ぎ機関に

すぎず，訂正記事掲載の可否は編集局の判断を待

つことになるのが通例であることと関係する。批

判や苦情に伴って要求される反論文掲載も，多様

な意見や情報を伝達するべきとの立場から新聞界

内部にも新聞に柔軟な対応を求める戸はある州

ものの，反論権が法的権利としては判例で否定さ

れている(44)こともあって掲載されるケースはき

わめて稀である。ここから，苦情処理機構の独立

性，実質的権限に対する疑問が出てくる。

紙面審査も同様に r社内的な人間関係のむずか

しさによる審査の限界Jr指摘するだけの機関に終

わっている」ことが指摘される(45)。ここでは「編

集局長の指揮下でつくられた紙面について，どれ

ほど自由に，率直に批評できるか」として編集局

からの独立性を確保する必要性が叫ばれ，その対

応として審査機構を社長など上位職位に所属させ

る動きが活発になってきた。それでも，スタップ

は社内登用の一段階として担当するため、遠慮や

配慮かをどの程度克服できるのか，という疑問が

残る。もっと深刻な危慎は，社長直属の形への移

行は，編集判断が経営判断に左右されるのではな

いか，という点にある。社外から有期契約で任命

される米国等のオンフゃズマンの独立性とは，まる

で比較にならない。

(c)限定性最後に，こうした自己検証の制度は，

自主規制を除くと多くの新聞で一般的に取り入れ

られているとは言いがたしコ。最も普及している紙

面審査にしてもせいぜい半数程度で，苦情処理は

さらに落ちる。最も独立性が高いと思われる紙面

審議会は，朝日新聞独自の取り組みの域を出てい

ない。多くは日常的な制作過程や訂正などの対応

のなかでチェックが行われてはいるのだろうが，

時間に追われる制作過程を考える時，組織的・専

門的な取り組みは決して軽視されるべきではな
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し当。

まとめると，従来の自己検証制度の限界は，自

主規制を筆頭とする密室的な運用が不信を呼び込

み，一部の新聞が取り組む組織的・専門的制度に

しても独立性が確保されていないことから実行性

に疑問が残る点にある。これを発表ジャーナリズ

ムへの自浄作用の効果から考えると，密室性に隠

れることで自己検証を社内論理に則して処理する

ことが可能となる。現に紙面審査の基準として他

社との掲載遅速が重視されてきており，自己検証

の観点が社会的責任よりメディア内部の競争とい

う経営ニーズに傾く兆候が見られる。独立性への

疑問も同様に，問題は編集局からの独立でトはなく

編集権という名の経営権が貫徹された組織からの

一定の独立が図られなければ，社内の、権限闘争か

にとどまることになる。

以上，第 I部として発表ジャーナリズムの要因

を分析し，従来の自己検証制度がその自浄作用と

して効果を持たないことを示した。第II部では，

自己検証を打ち出している朝日新聞メディア欄を

はじめとする自己検証報道を取り上げ，発表

ジャーナリズムへの処方筆としての有効性を探っ

ていくことになる。

II 自己検証報道の現状と意義

第三章新聞の自己検証報道の浸透一一アンケー

卜調査から

l アンケー卜の概要

自己検証報道の浸透状況を把握する目的で，

1993年12月，日本新聞協会加盟の新聞社112紙

のうちスポーツ紙，英字紙，業界紙を除く一般日

刊紙91紙を対象にアンケート調査を実施した。設

問は12問で，①外部(有識者)批評，メディア記

事などメディアに関する批評，解説，報道を行う

常設欄の実施状況について(体制や内容，評価)

②メディアを対象とする報道に対する評価一ー

を中心に回答を求めた。

40紙から回答があり(回収率44.0%)，うち 25

紙がメディアに関する常設面を設置していた。外

部批評とメディア欄に関する新聞協会紙面審査調
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いずれかの類型に属する常設面を導入していた

のは25紙(導入率62.5%)で，複数の類型に取り

組んでいるところも多く，各類型の合計数(のべ

数)は45件となった。これを導入の時期でみると，

調査時点において創設5年以内のものが19件，同

期間内に掲載回数などの強化に取り組んだものが

2件.5年以上変わらず実施しているのが21件と

なり，約半数がここ数年の聞に急速に充実を見せ

たことが分かる(図 I参照)。特に，内部批評，応

答欄，審議会報告，メディア欄の4類型はすべて

89年以降に新たに登場しており，自己検証報道が

にわかに多様なスタイルを持つに至ったことが示

査 (1993年4月実施・回収率78.5%)では外部批

評は25紙，メディア欄は8紙の実施が確認されて

いるのに対し(4ヘ本調査では外部批評が23紙，メ

ディア欄は6紙と大きな聞きはないことから，回

収率は及ばないものの常設面実施紙についてはほ

ぼ補足できていると考えてよいだろう。

常設面の現状

(1) 実施状況

設問では自己検証報道を 6つの類型に分けた。

それぞれの定義は以下の通りである。

外部批評:外部有識者の報道批評コラム(例:

「メディア批評J r~新聞を読んでJ)

内部批評:社内担当者(オンプズマンなど)に

よる報道批評コラム

欄;読者から質問を募って社内の担当者

が解説する記事(例 r新聞応答室J)

任意解説;社内の担当者が任意にテーマを選ぴ

解説する記事

審議会報告;社内外のメンバーによる審議会など

の内容紹介記事

メディア欄;メディアを取材対象にした報道記事

(例 rメディア欄J)

2 

される。

以下，数の多い順に各類型ごとにみていく。

(a)外部批評 23紙が実施しており，回収数の

57.5%.対象紙総数の25.3%に達した。全国紙か

らブロック紙，地方紙にまで広く普及している。

7割近い 16紙が r5年以上継続」と定着をみせっ

つ 5年以内に「創設」が3紙 (90年に東京.93 

年に読売と読売大阪).回数を増やす等の「強イ七」

が2紙 (92年に毎日西部， 93年に京都)あり.90 

年代になってからも一層の浸透が見られる。週1

回の掲載で4-5人に委嘱するのが典型パターン

ヨ立
<=1 応

内部批評

審議会報告

外部批評

メディア欄

任意解説

応答欄11111 

議接

口

臨

自己検証報道の導入時期の推移図I
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だが，掲載頻度は月 1回(2紙)から週4回(1

紙)まで，委嘱人数は1人(1紙)から 10人(1

紙)まで幅がみられる。資料として送付されたサ

ンプル(大半は直近のコラム)を見ると，委嘱さ

れる識者は大学教員が目立つて多く，他に弁護士

や医師，ミニコミ発行者，主婦，スポーツ団体役

員などが散見される。

(b)任意解説 8紙が実施しており iこちら編集

局J i読者と新聞」といったタイトルで，編集局か

ら読者に語りかけるコラムとなっている。 2紙が

93年に創設しているが，いずれも地方紙(沖縄タ

イムス，新日本海)だった。 7紙が週1回 1紙

が月 1回の掲載で，編集局内のデスクや部長クラ

スが兼任で交代に執筆するケースが多い。

(c)メディア欄 6紙に掲載されており， 91年以

降に次々と創設された。全国紙が4紙(朝日東京，

毎日東京，毎日西部，産経大阪)，ブロック紙が1

紙(中日)，地方紙が1紙(東京)で規模の大きな

新聞に集中している。「メディア欄J iメディア」

のタイトルを付して定期掲載しており，他の類型

に比較してスタッフも頻度もきわだって多い。全

国紙3紙が専任体制をとって 6-7人のスタップ

を配置し，掲載頻度の面でも毎日掲載が2紙，週

5回が2紙，週 1回が2紙と，他の類型では見ら

れない充実ぷりとなっている。

(d)応答欄 「読者応答室J iお答えします」など

と題し4紙が導入していた。紙面で読者から質問

を募って回答するタイプ(北海道，産経大阪)，読

者からの問い合わせを受ける応答室の電話受付の

傾向や世相をまとめるタイプ(中日)，記事への反

響を紹介するタイプ(東京)など，読者との双方

向性のありかたには幅がある。 90年に 2紙でス

タート， 93年にさらに 2紙が創設した新機軸で，

専任ではないデスクや記者，応答室のスタップな

どが執筆，掲載は週 1回が2紙，月 3回と月 2回

が各1紙となっている。

(e)内部批評 2紙が90年代に創設した。記者持

ち回りによる週1回の「ニュース検証」コラム(産

経大阪)と社内の審査機構である紙面審査室の責

任者による週1回のコラム(西日本)がある。

(0審議会報告 朝日の取り組みで回答数として

は東京本社と西部本社の2紙となった。 1989年に

創設した紙面審議会の月 1回の会合をレポートし

ている。

今後の展望としては，導入を検討しているとの

回答がのべ 19件あり，多様な類型への関心が示さ

れた(図II参照)。現行では約半数を占める外部批

評の比率が下がり，内部対応の自己検証報道が広

がっていくと思われる。

(2) 内容

各類型で言及される内容について， 14項目を提

示，該当する項目を全て選択する方法で調査した。

図IIIの通り，全体では「人権，紙面の品位などに

配慮しているか(以下，人権・品位)Jが27件で

図II 自己検証報道の実施件数と検討件数の比率の比較

実施中の自己検証報道

検討中の自己検証報道
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新聞の自己検証報道の意義
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較すると，内部対応の方が概して選択率が低いも

のの，上位に挙げられる項目はほぼ共通しており，

「人権・品位」はともにトップを占め，新聞を語る

うえで最重点項目となっていることが確認でき

る。そのなかで I正確性」の順位が外部批評では

4位なのに対して内部対応で1位と格差が現れて

いる。

サンプルから各類型の実例に触れると，外部批

評では，弁護士が被疑者反論権取材を提言，スポー

ツ関係者が健康スポーツ情報掲載を要望一ーなど

がみられた。内容によっては新聞側と執筆者に摩

擦が生じる事態も考えられるが，大半の20紙が執

筆者に一任していると回答している。掲載見送り

の処置は皆無だったが 5紙で事実の誤りなどを

理由に書き直しを依頼したケースがあった。一方，
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新聞の自己検証報道の意義

内部対応の 5類型では記事化の重点に濃淡が見ら

れる。応答欄や任意解説は自社報道が中心で，自

己検証というよりは自己紹介といった内容が目立

つ。メディア欄では，自己検証を打ち出している

のは一部にとどまり，電波など他メディアを中心

とした話題紹介が多くなっている。

ものとなっている。そのなかで，類型比較として

集計した内部対応を見ると「メディアは社会現象

だから記事化は当然」が3位に入っているのが目

をヲ|く。特にメディア欄実施の半数(3紙)がこ

の項目を挙げている。

(3) 目的と効果・問題点

自己検証報道の目的と効果・問題点についても，

選択肢を提示して該当する項目を全て選択する方

法で調査し，類型ごとの比較も外部批評と内部対

応 5類型合計に二分して集計した(図N，図V参

照)。

目的としては「新聞への信頼度を高めるJ '新聞

一方，効果・問題点として選択された項目は「新

聞への信頼度が高まったJ'新聞への親しみと関心

が高まったJ 'デスクなどの編集倫理が高まった」

「記者の取材倫理が向上した」が上位となった。類

型比較でみると，外部批評より内部対応の方が倫

理面の効果を挙げる傾向がある。総じて問題点の

指摘は極めて少なく，効果が強調されており，自

己検証報道実践の自己評価は上々と言える。

3 自己検証報道に対する評価

への親しみと関心を高めるJ'読者のニーズに応じ

て」が上位を占めた。読者へのアピーノレが強調さ

れており，倫理など内部向けのねらいは二次的な 何らかの自己検証報道に取り組んでいる新聞は

図VI

メディアに対する関心と理解を高める

販売や広告の問題も取り上げるべき

今後広まっていくと思う

メディアの信頼度を高める

新聞界全体の倫理向上につながる

記者の資質向上につながる

自社の弁護や建前に終わり本音が出ない

相互批判が非難・中傷になりがち

専門的で一般読者には分かりにくい

より重要な問題に紙面を使う方がよい

新聞界の秩序が乱れる

取材が困難になる

行政機関などに情報操作されやすくなる

記者が萎縮する

メディア欄への評価

E~5毅三三9三ヨ 19 

評価得点

141 113 

E緩脇務7綴綴綴三三三1日5三豆ヨ 12 ~3 '1 
U/¥¥¥¥¥  
竃脇綴題緩露 1口l 努綴綴務~三三呈 1凶6 三三三冨 8 r3:1 
[r.、¥¥¥℃¥、¥h、h
IE凶2濯12喝磁露綴援9務緩察言1叩0三ヨ l口3 n:l 
I 1 ¥  
2溜112吻彰綴綴援9瀦綴--孟孟Iロ2三圭ヨ 11 [3J 
¥/¥  
l114璽務6勿第三主主15三三三ヨ i [:5::: 
i¥ぐ¥、¥¥~¥¥j

92 

79 

77 

72 

54 

3 ・・9圃圃聾4語務7多緩三三9三三雪 6 [A] 
iJ¥¥¥¥i  

-・7・画幽9随盤協~9~務ê7三ヨ 3 I日41 “U 

-49 
園田9・・E田8関田毅~11 務協後三7 三ヨ 41
¥-

圃圃 11 ・E雌臨9磁蹄後7務~4ヨ 3151 叶

i -100 ーー14圃圃圃園田幽醐12様鑓磁務8務縮 41
圃圃園16圃圃圃園間甜10陸国務駐緩衝 41 105 

ー・16圃圃園田瞬間11師協7物 IHI 105 
圃圃ー 16圃圃圃園田園11図画協6瀦z]:AI 105 

。 50 
'-(%) 
100 

グラブ内数字は件数

.そう思わない

三三まあそう思う

欝あまりそう思わない

口そう思う

義務どちらともいえない

無回答

91 



実施紙 (24紙)と未実施紙(15紙)に区分して同

様に評価得点を算出すると，二つの点で特徴が表

れた。第ーに，未実施紙では「自社の弁護や建前

に終わり本音が出ないJ ，-相互批判が非難・中傷に

なりがち」がプラスの数字，つまり懸念を肯定す

る傾向が示された点である(図刊参照)。実施紙が

否定傾向にあるのと対照を見せており，メディア

欄の内容に対する未実施紙の危慎がうかがえる。

第二に，-販売や広告の問題も取り上げるべき」と

の項目に対し，実施紙では「そう思う」という積

極的肯定が相当多く，未実施紙と違いを見せた(図

咽参照)。自己検証報道の実践が，メディアのあり

方を総合的に捉えていく方向への転換を促すとい

えよう。
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自らの実践にほぼ肯定的な評価を与えていたが，

他紙や新たなスタイルの実践についてはどのよう

に考えているのだろうか。その答を探って，最も

新しいスタイルであるメディア欄について，予測

される評価14項目を示し，全ての対象紙に5段階

の評価を求めた(4九39紙の回答について選択分布

と評価得点(48)をまとめたのが図VIである。

全体としてかなり肯定的な評価が目立ち，

グラフから読み取れるメディア欄への印象を描く

この

ひいては信-メディアへの関心と理解を高め，

頼度向上にもつながり

と

何よりも自己検証報道が1990年前後から急速

に増加したことが明らかになった。しかも，

自己評価は総じて高い。このなかで，自己検証報

道の実践によってメディアを総合的にとらえて伝

えようという意識も出てきており，勧誘団による

販売問題などを恥部として隠そうとしてきた従来

の姿勢に変化がみられる。

傾向4 

-報道倫理と記者の資質の向上にも期待が持て

・記者が萎縮したり取材が困難になったり，情

報操作されたりする不安は小さいので

・本音が出ない面はあろうし，中傷合戦になる

嫌いもなきにしもあらずだが

・販売や広告なども含め幅広いテーマにわたっ その

て

-今後広く取り組まれていくだろう

といったところになる。

それでは，何らかの自己検証報道の実践の有無

が，こうした評価に影響を与えているのだろうか。

実施・未実施の比較②園田実施・未実施の比較①図刊
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新聞の自己検証報道の意義

多様化が進んだことも大きな特徴で，その傾向 果していると見てよい。

は今後もさらに進むことが示された。多様化は単

にスタイルの違いにとどまらず，取り上げる内容

の変化につながっている。「正確'性」が新しいスタ

イルの内部対応でより重視されていたが，この点，

選択肢とした 14項目のうち 10項目(グラフ左か

ら1-10番目の項目)は新聞協会が実施している

紙面審査調査に倣っていることから，純粋に内部

的な紙面審査の姿勢との間でも一応の比較が可能

である。そこで，最新の紙面審査調査の結果から

重点項目を確認すると，①「正確性」②「価値判

断」③「人権・品位配慮」と続き，今回のアンケー

トで上位に入った「企画」は8位と低かった(4九

外部批評と内部対応，そして紙面審査の三者を並

べてみると r正確'性」の位置づけに内外の差異が

見いだせる。これは報道の生命線とも言える項目

であって紙面審査においても自己検証報道の内部

対応においても最優先されているが，外部批評で

はランクダウンする。外部からはデータや取材状

況といった判断材料が得られないため言及されに

くいと考えられ，外部批評の限界を示していると

いえるだろう。また r企画」が自己検証報道，特

に外部批評で重視されている点は，紙面の、目玉か

として外からあるいは外向けに注目・言及されや

すい傾向として捉えることが可能だろう。つまり，

「有名人の印象批判}50)に終わりがちな外部批評

に比べて，内部対応は紙面審査に近い，すなわち

自己検証の色彩を濃くしていると言える。

きて，次章では自己検証報道の質の問題に踏み

込むこととし，分析の対象として朝日新聞メディ

ア械を取り上げる。自己検証報道のうちで事実報

道というスタイルを持つメディア欄に注目するの

は，内部対応の類型のなかでも「社会現象として

当然」と自らの社会的機能を前提とした目的意識

をもつからである。とりわけ朝日新聞は常設メ

ディア欄の第1号というだけにとどまらず，専任

体制を取っている点，後発他紙のメディア欄が電

波など他メディアの話題に傾いているのに比べて

新聞の課題を取り上げる頻度が高い点から，自己

検証としてのメディア欄への取り組みの先駆けを

第四章 メディア欄の現状一一朝日メディア欄に

みる記者クラブ問題を通して

| メディア欄の概要

朝日新聞東京本社のメディア欄は1991年6月

に常設面としてスタートを切った。社会部内に専

任記者を 6人配置し，週5回(火一土)第三社会

面に掲載している。ニュース記事が通常800字を

越える長さは稀であるのに対し，メディア欄記事

は記事数を 1-2本に絞り大型の記事に仕立てて

いる。有識者のコメントや背景説明といったサイ

ド記事を配する例も多く， 2000字を越える記事も

珍しくない(表III参照)。

傾向の一端をつかむため，創設時点から 1994年

5月末までの 3年間の連載記事を，主となる内容

別に「新聞J rテレビJ r外国J r歴史・その他」の

4類型に分類して一覧に示したのが表 Iである。

メディアが主役の社会問題(やらせなど)はもち

ろん，犯罪報道や皇室報道，政治報道などメディ

アの報道のあり方が問われる事例を極力タイム

リーに取り上げている。また，読売新聞社長をは

じめ各界著名人に朝日新聞への注文や批判をイン

タビューしたrvs.朝日新聞」は，新聞の自己検
証の一手法として話題を集めた。

以下，実際の記事内容の分析を試みるにあたり，

メディア欄に掲載された記事から記者クラブ問題

に関連した記述のある記事を対象として取り上げ

る。まず記者クラブに着目する意義を確認したう

えで，具体的内容を見ていくことにする。

2 メディア欄と記者クラブ

(l) なぜ記者クラブ問題か

第一章で見たとおり，記者クラブは発表ジャー

ナリズムの温床である。その問題点は①情報源に

よる情報統制，②情報源からの便宜供与，③記者

間の相互束縛，④クラプ運営の排他性・閉鎖性一ー

の4点にわたるが，外部からは見えにくい発表

ジャーナリズムが記者クラブという制度を通すこ

とにより，少なくても便宜供与，排他性，協定と
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〈表 1> メディア欄の連載企画記事一覧 (1991 年 6 月 ~1994 年 5 月) ( )内は回数

新聞 テレビ 外国 歴史・その他

91. 61 T 
71戦争報道倒

81 よ

叩臓移植報道。)

NHK島体制の崩壊(4)

T 
NHK白。
~ 

2 T 
31 VS.朝日新聞(35)

41柏木御殿殺人事件報道(5)

5 

611--東京特派員(2])
71斗ー '92参院選(3) T 
81権力報道Part3;検察・警察(25)
|上
91 

10 

nl権力報道Part6;国税庁(8)

12 1奈良誘拐報道(2)

93. 11ぉ妃報道自粛(3)

21壁記者クラブと外国メディア(8)
31容疑者の言い分(12) やらせ演出の境界(3)

~I 皇L報道則
↓ 6 
T 

被告席のメディア(1])

上 テレビと人権(3)7 

~II変わる政治報道(ゆ

101メディアと PKO(6) 政治と TV報道(6)

~! II政治制6)
94. 1 

21京大教授ゼクハラ疑惑(3) 断筆宣言その後(3)

太平洋戦争報道(7)

ソ連メディアの三日間(8)

交通のメディア(3)

工権力報道Partl;香港・台湾側

日。道報
制

動

刺

暴
リ

ス
メ

ル
ア

ゼン

ロ
サ
訂
ロ

P
A
 
卦自
T
報
上
力権

A
刷
吻ア

的

ジ

)

ア

ボ

白

ニ

ン

凶

ア

ケ

カ

主

出

イ

報

デ

は

回

線

メ

訂

町

内

の

p

p

ゴ

鮮

道

道

一

朝

報

報

ユ

北

力

力

旧

丁

上

権

権

揺れる匿名報道(8)

続揺れる匿名報道(3)

テレビは相手国をどう伝えているか(2)q

J

8

4

F

h

d

 

94 



新聞の自己検証報道の意義

いう形でその構造が透けてみえてくるともいえ

る。また，さまざまなメディア批判のなかで，犯

罪報道などによる名誉棄損，プライヴァシー侵害

といった報道被害は報道の結果に起因しており，

弁護士会などが活発な問題提起を行ってきた。事

後救済の余地のあることが免罪符になるわけでは

決してないが，一応は裁判による追求も可能であ

る。しかし記者クラブはまさに報道のプロセスの

〈表II> 記者クラブ問題関連年表 (1991 年~1994 年)

1991. 8 1 宮城県警が新庁舎の記者室移転に際し，記者室内での警察関係以外の発表を認めないと通

告，記者会が反発して移転を保留する (1992年4月に県の仲介で協議継続を条件に移転)

111 茨城県政記者会と水戸司法記者会が懇親会の質素化，会費制導入等を申合せ

1992. 2 I 京都府記者室貸与事件判決(府の記者室供用を適法と認め請求棄却)
4 I フ。ルームパークーなど外閏メディア 3社が記者クラブ入会を目的に日本新聞協会への加入を
希望

6 I ワシントンのナショナル・プレスクラブが外務省国際報道課長宛に要望書を郵送，記者ク
ラブが全てのジャーナリストに聞かれるよう求める

7 

9 

10 

1993. 1 

3 

新聞協会研究所が3カ年計画で取り組む「新聞報道研究会」で記者クラブ問題の検討に着

手

京都市政記者クラブ便宜供与訴訟提起(記者クラブと市長に対して懇親会と電話代の返還

を請求する住民訴訟)

毎日新聞労組が「記者クラブ府改革試案」をまとめる

外務省霞クラブが外国メディアの正式会員としての加入を認める規約改正(同年12月に外

国メディア 2社が正式加盟)

札幌弁護士会が道司法クラブの要請を受け I年分の当番弁護士名簿を公表

中国新聞労組，新聞労連四国地連が記者クラブアンケート実施

日本共産党の機関紙「赤旗」編集局長が記者クラフキ入会について新聞協会に文書で協力を

要請

6 1 新聞協会編集委員会が外国メディアのクラブ正会員加入容認の方針を示す

毎日新聞労組が記者クラブ実態調査

7 1 新聞協会編集委員会が誘拐報道協定の解除について確認事項を承認(解除の判断の警察側

責任者を明確化)

111 新聞協会編集委員会が検察首脳に対して「取材拒否J の改善申し入れ

小沢新生党代表幹事が記者会見はサービスであるとして開催を拒否(1994年1月に再開)

宮内記者会が長官会見などのオフレコ解除を要望(1994年7月から一部解除)

1994. 1 1 中国新聞労組が「記者クラブ改革試案」をまとめる

神戸デイリー労組が記者クラブアンケートを実施

2 1 栃木県知事交際費を巡る最高裁判決を受けた情報公開で r記者クラブとの懇談」名目で13

件1，245万円の支出が明らかになる

4 I宮城県の日本たばこ産業担当記者クラブを廃止

6 I新聞労連新聞研究部が「記者クラブ、制度改革への提言」をまとめる

〔資料:新聞協会報，新聞研究日誌欄，朝日メディア欄ほか〕
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側面であり，メディア自身による問題提起を待た

なければならない。従来は完全なブラックボック

スだっただけに手法の困難，メディア内部の抵抗

の強さが容易に推察され r自分たちの手で情報の

送り手の現実を描き，問題点をさぐる }51)と宣言

した新聞の姿勢の実相が鮮やかに浮かびあがる可

能性が強い。

加えて，記者クラブへの加入制限について 1993

年に外国メディアへの門戸開放が実現したほか，

各紙労組や新聞労連が調査活動や改革提言に乗り

出し，新聞協会研究所でも本格的な研究に着手す

る(聞など，表IIr記者クラブ問題関連年表」に見

るとおり，記者クラブを巡る動きが活発化してい

る。記者クラブ改革は新聞にとって中心的な課題

のひとつになってきており，記事として取り上げ

るトピックに事欠かないといえる。

(2) メディア欄のなかの記者クラブ問題

メディア欄に描かれた記者クラブの姿を分析す

るために，メディア欄創設の 1991年 6月から

1994年 5月の 3年間を対象期間として日経テレ

コンの朝日新聞記事データベースから「メディア」

をキーワードに検索を行い(該当記事2，876件)， 

さらに「記者クラブ」をキーワードに絞り込んだ。

その結果91件が表示されたが，このうち 19件は

メディア欄以外の記事，東京本社以外の掲載分の

ため削除し， 72件を対象とすることとした。続い

て抽出した 72件について記者クラブの 4つの問

題点への言及の有無を調べた結果， (a)情報源によ

る情報統制;25件， (b)情報源の便宜供与;5件，

(c)記者間の相互束縛;22件， (d)クラブ運営の排他

性・閉鎖性;17件，(e)その他;17件一ーとなった。

言及された内容を要約し，表IIIr記者クラブ関連

のメディア欄記事一覧」にまとめた。 1件の記事

が複数の問題点に係わるものは，それぞれの問題

点ごとに関連する内容を抜き出している。以下，

主な事例を挙げる。

(a)情報源による情報統制情報源が行う情報統

制には，発表洪水など広報の充実による情報操作

の側面と，非公開や取材拒否などの規制の側面が

ある。関連した記述を含む記事は 25件と論点別で
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最多となったが，取材拒否など規制に関するもの

が大多数を占めている。とりわけ検察・警察と国

税庁の取材現場をレポートした連載「権力報道

Part 3J r同Part6Jを中心に，独自取材への制裁，

発表の操作，会議などの非公開といった情報源に

よるさまざまな情報規制の実態が紹介された。

制裁の最も典型的なケースは，前打ち報道(r今

日逮捕へ」など捜査活動に先立つ報道)への制裁

として当局が取材を拒否，夜討ち朝駆けはもとよ

り公式会見への出席まで排除している事例である

(No.15)。捜査妨害を理由とした非公式な慣行で，

各社とも特ダネを狙って潜行取材をするのが通例

であることから会見が形骸化しており (No.16参

照)，さらに夜討ち取材も横並びで当たり障りのな

い内容になる (No.17参照)ため、実害かは少な

いが，官庁の情報規制の実例として国会で取り上

げられて批判されたことがあり，メディアの反発

は強い。また，発表内容や時期の操作を取り上げ

たものに，逮捕の発表を遅らせた次席検事が「発

表するしないはこちらが決める」との姿勢を示し

たことから，記者クラブが二度にわたって抗議文

書を提出した事例(No.19)がある。規制に対する

記者クラブの姿勢として，今後の関係を考えて抗

議文提出を見送る (No.24)，当局との交渉が決裂

した後に当局の示した規制を受け入れた (N0.22) 

など，記者クラブの抵抗力の低下が懸念される実

態も見られる。その他，皇室報道(No.47)や政治

報道 (No.63)の規制に触れた記事もある。

一方，広報による情報操作の危険については，

企業の広報スタップが記者クラプに日参して広報

資料を配付，水着入社式などユニークな取り組み

で記事としての掲載を狙うパプリシティ戦略の仕

掛けを取り上げた (No.51)。

(b)'情報源の便宜供与便宜供与は情報源との癒

着への疑問につながる。記者室を占有し，そこで

の電話代や光熱費はもとより懇親会などの費用ま

で情報源が負担するなどさまざまな便宜供与を受

けておきながら，情報源に不利な情報を報道でき

るのか，当然，危慎される側面であろう。関連す

る記述は5件あったが，いずれも外国メディア排



除との関連あるいは情報統制との関連で触れられ

ている。

連載「東京特派員」のなかで外国メディアの加

盟問題を取り上げた記事は，記者室のスペース制

限のため加盟承認に消極的になるというクラブ記

者の指摘から，便宜供与の枠が記者クラブの排他

性の要因となっている点を示唆した(No.10)。ま

た，テレビ局にとっては「警視庁24時」といった

特報番組への制作協力が大きな便宜供与になって

おり，ハイレグ姿の女性が警視庁記者クラブを訪

問する深夜番組を制作したテレビ局に対して記者

クラブが「クラフゃ使用の逸脱」として登院停止の

制裁を課した事件 (No.2参照)の際に，警視庁も

20日間の協力拒否を行った事例が出ている (No.

28)。

(c)記者間の相互束縛相互束縛の問題の焦点は

メディアの横並び競争にあり，端的には報道協定

となって現れる。互いに報道を規制し合う協定に

限らず，横並び競争の結果として生じる集中・過

熱取材の実態や，相互監視が高じて他社の取材の

足をヲ|っ張る事例も含めて見ていくと，関連記事

は22件に上った。

まず協定に関しては，皇太子妃の選考過程の報

道を控える申合せが新聞協会加盟社を皮切りに雑

誌協会にも波及，約 l年にわたって全メディアを

巻き込んだ不報協定が成立したが(1993年1月解

除)，協定解除後に報道の自由の原則論から「もう

結ぱなしりと否定的意見が多いなか，連載「皇室

報道」のなかで「他社に抜かれず助かった」との

一線記者のコメント(匿名)を紹介，特オチへの

恐怖を浮き彫りにしている (No.50)。

また，横並びの競争が高じて足の引っ張り合い

が展開されている例も登場した。情報統制をかけ

る検察に対し自分の情報源から情報を流してもら

う交換条件として他社の情報源を暴露する例を示

唆(No.21)，検察の会見排除処分に抵抗して会見

に出ても他社の記者から排除される (N0.20)な

ど r同じメディアの仲間として情けないJ(No. 20 

で紹介された担当記者のコメント)実態が紹介さ

れている。

新聞の自己検証報道の意義

直接記事にできないオフレコが原則の懇談の運

営も，記者クラブの合意を基礎にしているところ

から相互束縛の問題としてとらえられる (No.

62)。しかし政権交代で与党となった日本新党の懇

談では出席制限を廃止，オフレコ制限も外したこ

とを報じた記事 (No.55)は「記事にするかどうか

は，記者の判断に任せている」という日本新党の

コメントを紹介，裏返して実質的には取材源の意

向に左右されていることを示唆し (No.43参照)， 

懇談に、しぼりかをかけているのが記者クラブか

情報源かがあいまいであることを伝えている。

(d)クラブ運営の排他性・閉鎖性記者クラブの

排他性・閉鎖性は，情報源に対して取材の自由を

主張し，獲得し，それを既得権益として確保して

いく記者クラブの活動が，クラブ加盟社以外のメ

ディアの取材の自由を阻害する結果を生む場合が

少なくないことを背景に，強く意識されるように

なってきた。とりわけ，加入資格として日本新聞

協会加盟メディアであることを要求してきた点

で，記者クラブが日本独特の制度であり外国メ

ディアに門戸を閉ざしていたことから再三改善を

求められ， 1993年6月に新聞協会編集委員会が国

際的な相互・互恵主義の観点を重視して外国メ

ディアのクラブ正式加入を容認する方針を打ち出

し，一定の改善が図られることになった。この問

題に触れる記事は 17件ある。主に外国メディア加

盟拒否に関する実態が紹介され，これに関連して

記者クラブが情報源との間で行う懇談の密室性

(オフレコ)の実態にも触れられている。

最初の問題提起は外国メディアの東京特派員を

取材した「東京特派員」の初回に登場 r記者クラ

ブの壁が悩み」と見出しをたて，クラブで発表さ

れる経済情報へのアクセスの平等を求めて加盟申

請を行っている外国メディアの主張を取り上げた

(No.10)。続いて 8カ月後に「壁・記者クラブと外

国メディア」が8固にわたって連載された。 1秒、

を争う速報競争を展開する経済情報へのアクセス

の平等策として記者室の内と外から 16歩の等距

離に資料を置く大蔵省記者クラブの様子(No.36)

をはじめ外国メディアとの車L離を描くなかで，国
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表III 記者クラプ関連のメディア欄記事一覧 (1991 年 6 月 ~1994 年 5 月) NO.1 

問題点との関連

No. 見 出 し 日 イ寸 字数

情統制報
便宜 相互
封ド そ

供与 縛束
他 の

性 他

1 苦い初体験「受け」の広報不祥事の中で野村・日興 91/ 7/18 1，968字 O 

2. 日本テレビ，番組打ち切りへ土曜深夜の 'CAPAJ 91/10/25 1，130字 O 

3 民放3社，規制は差別と申し入れ秋篠宮妃の出産取材時 91/11/12 1，599字 O 

4. 日テレ処分， 11月で解除 ハイレグ問題で警視庁記者会 91/11/27 209字 O 

5. 環境庁，ゆらぐ公開原則 長官への「陳情」取材 92/ 1/22 1，653字 O 

6. 新聞協会「申し合わせ」の波紋 皇太子妃候補報道差し控え 92/ 2/14 2，585字 。
7. 前外務報道官・渡辺泰造さんVS.朝日新聞 92/ 4/ 4 1，413字 。
8目 「有森有利」報道に周辺の焦り 松野選手のアピール会見 92/ 4/ 8 1，653字 O 

9. べったり報道陣，ぐったり訪問団 ピザなし渡航第1陣 92/ 4/29 1，526字 O 

10 記者クフプの壁が悩み 東尽特派員:1 92/ 6/ 2 3，208字 。。
11. 背景の情報を日本人記者から取材東京特派員:4 92/ 6/ 5 1，148字 O 

12. 中国側，国内に報道せず TBS記者への暴行 92/ 6/ 9 2，411字 O 

13. 報道陣と企業側，取材方法でせめぎ合い 関東鉄道事故 92/ 6/10 1，698字 O 

14. 会長選，日本メディアから初立候補 東尽特派員:12 92/ 6/23 1，120字 O 

15 東京地検権力報道PART3=検察・警察編:1 92/ 7/14 2，443字 。
16 定例会見権力報道PART3二検察・警察編:5 92/ 7/21 1，071字 O 

17 夜回りスポット 権力報道PART3=検察・警察編:6 92/ 7/22 1，037字 O 

18. 大都会で46年余，静かに幕東尽タイムズ休刊 92/ 7/31 1，887字 O 

19. 福岡地検権力報道PART3=検察・警察編:10 92/ 8/ 5 1，195字 O 

20. 日H打ち報道権力報道PART3二検察・警察編 :11 92/ 8/ 6 1，069字 O 

O 。
21 ネタ冗権力報道PART3=検察・警察編:12 92/ 8/ 7 1，080宇 O 

22 聴問権力報道PART3=検察・警察編:13 92/ 8/18 2，434字 O 

O 

23. 「聴聞」取材権力報道PART3=検察・警察編:14 92/ 8/19 1，159字 。。
24. 匿名発表権力報道PART3=検察・警察編:18 92/ 8/26 2，156字 O 

25. 警視庁担当記者権力報道PART3ニ検察・警察編 :21 92/ 9/ 2 1，178字 O 

26 マスコミに固まれ … 中務君，自転車で日本縦断の夏休み 92/ 9/ 4 1，399字 O 

27. 発表が基本権力報道PART3=検察・警察編:23 92/ 9/10 1，280字 O 

28 昼夜ない広報権力報道PART3=検察・警察編:24 92/ 9/11 1，151字 O 

O 

29. 文章芸春秋社長・田中健五さんVS.朝日新聞 92/10/ 9 1，535字 O 

30. 陸士長の再会権力報道PART5=カンボジア編:2 92/10/21 1，237字 O 

31. 匿名発表問題の歯止めへ論議 マスコミ倫理懇談会 92/10/27 328字 O 

32 地元報道陣が「協定」 星陵・松井選手，きょうドラフト 92/11/21 1，804字 O 

33 ルーlレは紳士協定化 権力報道PART6二国税庁編:5 92/12/ 1 1，171字 O 

34. 「協定違反だJr除名処分だ」 検証奈良誘拐報道:上 92/12/11 2，106字 O 

35. 数分間の時差めぐり「訂正」 検証奈良誘拐報道下 92/12/12 1，931字 O 

36. 16歩の平等 窮余の策(壁・記者クフブと外国メテeィア:1) 93/ 2/ 2 2，554字 O 

37. 一通の手紙 扉開けたのは外圧(壁・記者クフプと外国メディア:2) 93/ 2/ 3 1，391字 O 

38. ぶつかり合い 公共性と利潤で(壁・記者クフプと外国メディア:3) 93/ 2/ 5 1，439字 O 
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関 連 す る 内 壬旬そ1テF 

1 損失補填の取材のなかで証券会社が事実隠しの対応。記者クラプが制裁として企業広報担当者を出入り禁止処分にした

2 警視庁記者クラブ。をハイレグ姿の女性が訪問した深夜番組に対し，クラプ使用を逸脱したとしてクラブが登院停止処分を発動

3 宮内庁と記者会が同庁からの中継はクラブ員に限定するなどワイドショー取材を制限する合意を行う

4 2の問題で，登院停止処分を受けたテレビ局が担当記者の大半を入れ替えるなど早期解除を要請，クラブが処分を短縮

5 省庁では例外的に陳情取材を公開していた環境庁が，長良川河口堰陳情を非公開に。記者クラプが抗議

6 新聞協会の不報協定に対し，雑誌協会は何らかの協力の可能性を示唆，外国メテーィアは報道の自由侵害と反発

7 イラク人質問題に関する外務省記者クラブでのレクチャーの経験から，新聞社内のセクショナリズムを批判

8 バルセロナ五輪のマラソン選手選考を前に，松野選手がアピール会見。会見の申し入れ先が熊本運動記者クフプ

9 ロシア人訪日団が日本メディアの大量かつ一斉の過熱取材に拒絶反応を示す。道政記者クフプ‘の事則合意でほぼ自由取材に

10 いまの記者室のスペースでは外国メディアを収容できないと日本メディアの声

外国メディアが記者発表へのアクセスの平等を求めて記者クラプに加盟申請。情報収集活動の不利益を指摘する

11 外国メディアの記者にとって記者クフプに属する知人の日本人記者は貴重な情報源であり，情報父換を行うことも

12 北京での日本人記者に対する暴行事件に関して，現地の外国人記者クフプが中国当局に抗議

13 事故発生の鉄道会社に報道陣が殺到，業務に支障をきたすとして地元記者クラブに広報窓口一本化等の紳士協定を要請し，合意

14 日本外国特派員協会の会長選にテレビ朝日の元特派員が日本記者クラブと刺激しあえる情報発信基地にと訴えて立候補，落選

15 削打ち記事は捜査妨害として地検が相次いで記者を出入り禁止処分に。会見にも参加できず。非公式な慣習として

16 地検の定例会見は沈黙がちで，形骸化している。特ダネになるかもしれない情報を公然と質問する記者はいない

17 地検幹部への夜回りは，自分のところだけ行かないという決断は難しく，横並びで当たり障りのない取材の場となることが多い

18 休刊で記者クラブから撤退

19 弁護士逮捕の発表を遅らせ「発表するしないはこちらが決める」と次席検事。別代未聞の対応に記者クフブが抗議文を 2回提出

20 制裁覚悟でやるべき(読売)だが，公式会見排除のペナルティは避けるべき(毎日)などの社会部長コメント

l 記者クラブで便宜供与問ればコントトルもされやすいo 生殺与奪を検察に握出ている(東京)のコメント
検察の処分に抵抗して会見に出ても，他社から出ていってくれと言われるのは記者仲間として情けない(朝日)の声

21 司法記者クラブでは，マスコミ各社間で他社のネタフEを検察幹部にご注進，それを‘おみやげ。に特ダネを狙うケースも

22 撮影，録音の禁止を求める当局に対し記者クフブが反発，事削協議は決裂したが，当日は当局フインのルールに従う

暴対法の公開「聴聞」の際，総監の一声で警視庁の建物の壁を壊して 1社 l人の記者席を確保

23 暴対法の公開「聴聞」に関して，他県警も警視庁の「目IJ例」を踏襲

24 大分県警は少年の交通事故死を匿名発表，記者クブプが今後の関係を考慮して反対意見書提出を控える。指名手配の匿名発表も

25 警視庁取材の本番は夜討ち朝駆け。「人間だから信頼関係があれば話す内容は違う。電話では人間関係は作れない」と捜査幹部

26 自転車による日本列島縦断の小学生にワイドショー取材などが殺到。父親が地元の記者クラブに計画を連絡したのがきっかけ

27 事件報道に対して弁護士が「警察の発表や捜査情報が記事の基本で一方的」と批判する一方，匿名発表など当局の情報統制を批判

28 警視庁の発表は年間3.444件。「報道で事件を知った市民が協力したくなる警察の姿を考えて広報に当たる」と担当者

テレビ局には特集番組への協力も大きな便宜供与。ハイレグ問題(2参照)では警視庁が20日間番組制作への協力を拒否

29 特派員を追放されても真実に迫るのがジャーナリズムだが，記者クラブ制度になじんできた新聞には酷か，と批判

30 自衛隊の要請を受けてマスコミ各社が隊員と母親の再会取材を自粛するなか，独自に母親を同行取材したテレビ局に非難が集中

31 警察当局の匿名発表の増加についてマスコミ倫理懇談会の全国大会で論議，実名・匿名の判断はメディアが行うという点で一致

32 両校生のドラフトに際して県教委クラプが①校舎内取材の禁止②会見は30分間③家族の取材も制限ーの協定

33 全て「ノーコメント」の国税取材に取材拒否を伴う報道ルール。告発や課税処分まで記事にしないとのノレ←ルは守られにくい

34 奈良県警記者クァブが協定違反として毎日新聞，朝日放送などを除名処分。協定期間中に取材行為があったとされた

35 県警の対応が遅く不十分だったので報道にも混乱が起きた，と各社，警察に不満

36 秒を争う経済情報の発表に関し，記者クラブ加入が制限されている外国メテ+ィアとの平等策を講じる

37 クブプ開放を求める外国のプレスクフプからの手紙の4カ月後，外務省の霞クフプが外国メディアの加入を認める

38 経済情報速報を行う外国メディアが同じ速報体制を敷く日経との格差に不満。日経は一般報道も行う公共性を理由に反論
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記者クラブ関連のメディア欄記事一覧(1991 年 6 月 ~1994 年 5 月) NO.2 

問題点との関連

No. 見 出 し 日 付 字数

情報統制
便宜 相互

排 そ

供与 束縛
他 の

性 他

39. 建削と実態(壁・記者クブプと外国メディア:4) 93/ 2/ 6 1.402字 O 

40. 批判の根っこ 閉鎖性に不信感(壁・記者クフプと外国メディア:5) 93/ 2/ 9 1.322字 。
O 

41. 同じ立場で米にも「差別J (壁・記者クラプと外国メディア:6) 93/ 2/10 1.428字 O 

42 お国事情 「サツ回り」韓国も(壁・記者クフプと外国メディア:7) 93/ 2/11 1.304字 O 

43 さざ波 圏内からも開放促す声(壁・記者クラブと外国メディア:8) 93/ 2/13 2.737字 O 

O 

44 弁護人の会見(容疑者の言い分事件報道の現場から の 93/ 2/17 1.449字 O 

45 「嶋J と「島」 長シマのシマはどっちが本当? 93/ 2/20 1.292字 O 

46. 倫理基準づくりこれから(容疑者の言い分事件報道の現場から:8) 93/ 2/26 1.467字 O 

47. 記者会優先に歯がみする雑誌(皇室報道:6) 93/ 4/14 1.145字 O 

O 

48. 「身内気分」に浸って手足縛る(皇室報道:l4) 93/ 5/ 7 1.199字 。
49 「情報公開」 記者も活用 広がってきた取材方法の幅 93/ 5/20 2.103字 O 

50. 「お妃報道自粛J を肯定する声(皇室報道:28) 93/ 6/ 2 1.160字 O 

51 パプリシティーにも企業戦略 最近新聞広告事情.中 93/ 6/ 4 1.600字 O 

52 記者クラプを門戸開放外国報道機関の正式加入承認を 日本新聞協会 93/ 6/11 816字 O 

53. 日本発のニュース，重要度増し競争も 記者クラプの門戸開放く解説〉 93/ 6/11 724字 O 

54. 「やらせ」も登場，新社会科教科書 「高校・公民J から 93/ 7/ 2 1.737字 O 

O 

55 新党流プレス対応既成政党の「閉鎖性J破れるか 93/ 7/21 2.186字 O 

56. 誘拐報道協定解除で迅速対応確認 日本新聞協会と警察庁 93/ 7/22 859字 。
57 深めたい象徴論議 読者の反響と担当記者の見方(皇室報道:最終回) 93/ 7/23 2.882字 O 

58 外国報道機関への記者クラプ開放，一カ月半 数カ所で加盟，保留も 93/ 7/31 991字 O 

59. 「番記者懇談」消えた 新生党・小沢氏 変わる政治報道 93/ 8/24 2.825字 O 

O 

60. 記者の配置数も逆転与党に手厚く 変わる政治報道 93/ 8/25 2.283字 O 

61. TVの生討論，政局の舞台に 変わる政治報道 93/ 8/28 2.395字 O 

62 「懇談廃止・記者会見重視」官庁でも 変わる政治報道 93/ 8/31 2.002字 O 

O 

63. 首相番細川流」に戸惑いも 変わる政治報道 93/ 9/ 2 1.851字 O 

64 少年審の発表改善マット死で3人の審判決定 山形家裁 93/ 9/14 2.080字 O 

O 

65. 自衛官，新聞社で記者実習 「産経J 1年間受け入れ 93/ 9/15 3.080字 O 

66. 冗社員の熱意で復刊まずは順調経営難で昨秋休刊の「旭川新聞」 93/10/28 1.980字 O 

67. 地方議員の言論懲罰にあえぐ 93/11/ 3 2.887字 O 

68. 株上場，法廷で争う ニッポン放送と鹿内宏明氏 94/ 2/16 2.558字 O 

I 69 経緯・受け止め方は? r天皇家の食事にも輸入米」報道 94/ 3/11 3.064字 O 

O 

70. 英インディベンデント紙経営傾き理想に影 94/ 4/ 6 2.417字 O 

71. 「謝礼金やめます」テレビ局 プロ野球取材に変化の兆し 94/ 5/10 2.903字 O 

72. 小沢氏の「どの女と寝ょうが… 」発言 分かれた各社の応対 94/ 5/14 2.875字 O 
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新聞の自己検証報道の意義

関 連 す る 内
甘，官坐参

39 新聞協会も「開放」を検討。過去に会見参加を呼びかけるなど排他性緩和を図ったが，オフレコ懇談への参加不可に不満が残る

40 官庁は記者クフプの問題だとし，記者クフプは官庁が決めること，と責任の所在が不明になる，と外国メディアの声

ソニーのコロンビア買収会見締め出しから外国メディアに不信感。情報への平等なアクセスを求める

41 アメリカでは企業の発表文を郵送してもらえないケースもo 決算数字や官庁の発表では時間差や閉鎖性の問題なし

42 独仏では国内外の差別なし。英のロビーは閉鎖的だが内政問題が主で加入メリット少。韓国の記者クラプは腐敗によって崩壊

43 懇談への参加は情報源側が主導権を握っているとのクラブ加盟社の声も

政党機関誌や雑誌にも加入の待望論。基本的にはオープンに，と加盟各社

44 殺人事件で逮捕され否認する容疑者の弁護士から記者クラブに容疑者の言い分に関するファックスが届く

45 巨人監督の漢字表記について，大学時代に本人が記者クラブに「嶋」と申し入れ

46 北海道警の記者クフプに札幌弁護士会が当番弁護士の名簿を公開

47 宮内庁の記者会優先に雑誌の不満。宮内庁はその理由として，約束ごとを守る，影響力の大きさなどを挙げる

皇太子結婚会見に雑誌協会からも異例の代表取材が許された

48 外国メディアに先を越されてきた天皇会見の歴史。「半分身内気分になり，気づいたら手足を縛られていた」と当時の担当記者

49 情報公開制度を取材に活用する動き。一般的には消極的で，背景には記者クフプ制度への依存体質がある，と学者がコメント

50 お妃報道自粛について一線記者から「他社に按かれず助かった」の声。選考に協力することの是非の論議あったのか，の疑問も

51 企業広報スタップが記者クラプに日参して資料を配付。広告以上の効果があるパプリシティ仕掛けあれこれ

52 新聞協会編集委員会が新見解，記者クラプへの外国メディアの正式加入をうたう

53 上記の新見解は，相互・互恵主義の原則の確立を目指したもの。圏内報道機関の意識改革と外国メディアの理解が必要，と解説

54 教科書改定で記者クラブが初めて登場情報操作や統制が行われやすい」と否定的に記述された

同じく足並みを揃えて報道の自主規制を行うこともある」と記述

55 日本新党の懇談会は出席制限を廃止，オフレコについても記者の判断に任せる。新生党は会見をオープン化

56 奈良の女子大生誘拐事件で取材現場に混乱が起きたため，協定解除の手続きを明確化，警察側責任者を具体的に示した

57 横並びの洪水報道について，情報交換の場になりやすい記者クラブ制度との関連を問題提起

58 記者クフプへの外国メディア加盟が進んだが，感情的なもつれから保留のケースも。外国メディアは「特に利点、なし」

59 新生党の小沢代表幹事が番記者懇談を廃止。記者側は会見で積極的に質問するとともに「接触の機会が減る」と警戒も

番記者懇談は本音が聞き出せる機会となる反面，番記者しか入れない閉鎖性や会見の形骸化などマイナスも指摘されている

60 政界地図の激化に伴い，記者クフプの人員配置も「政権交イ'l:J，記者の意識改革を呼びかけるべテ7ン記者のコメントも

61 政治家のテレヒ'への出演予定が記者クラブの掲示板に張り出され，新聞記者がスタジオで取材するケースが増える

62 懇談にはカメラは入れず，発言者の実名を出さない，といった規制を記者クラプで申し合わせていた

加盟社のみ出席できる官庁幹部の懇談を大蔵省記者クラブが廃止，会見に一本化

63 首相の番記者取材の慣例を紹介。徒歩移動中の聞き取り取材はメモや録音はできず各社記者の記憶を再現する慣行がある

64 少年審の決定で発表時聞が遅い家裁に代わって弁護士から説明を受け報道したが，誤報に。クラブが改善を要求

全社が速報を優先して裁判所の確認を取らずに報道

65 産経新聞が自衛官の記者実習を受け入れ。記者クラプ取材も経験

66 復刊を目指す元の記者クフプ仲間に，他社の記者がカンパを提供

67 議長のスキャンダル追求を予定していた議員が記者クラブに取材要請をしたことを「不穏当J として議会が議員を懲罰

68 記者会見の案内を東泉地裁などの記者クフブに送付

69 宮内庁の定例懇談で話題になり報道。食糧庁が伝家の宝万を使ったとヤミ米業者のコメント。宮内庁は否定

各社が宮内庁発表として社会面などで一斉に報道

70 英国新聞が理想を掲げて記者クフプ取材の廃止を打ち出したが，実際は首相官邸のオフレコ会見のボイコツトのみ

71 運動記者クラブで新聞がテレビに謝礼廃止を要請，実現した。併せてプロ野球側に取材対応の改善を求める要望書を提出

72 小沢発言に対する各社の対応を紹介。品位などが判断を分ける。小沢氏の発言については明確なルーlレがなく各社が判断
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内の機関誌や雑誌からも開放に期待の声があるこ

と (No.43)を取り上げた。

一方，公式会見に外国メディアの参加を認めて

きた過去の改革の流れのなかで依然として参加で

きない非公式懇談の存在が排他性批判のシンボル

となっていたが， 1993年夏の政権交代を契機に与

党の一部で懇談出席制限の廃止(No.55)，懇談そ

のものの廃止(No.59)といった変化が起こり，官

庁にも波及していったこと (No.62)が報告されて

いる。

(巴)その他 記者クラブの問題点と関連しないも

のが17件あった。その大半は，情報提供の申し入

れ先や会見の開催場所として登場するケースであ

る (No.26，NO.68など)。

3 イ頃向

(1)描かれた姿

記者クラブ取材の実態がケーススタディとして

紹介されているが，テーマによるぱらつきがあり，

便宜供与が特に少ないのが目立つ。以下，問題点

ごとに傾向を見ていく。

情報源による情報統制に関しては，情報源が多

様な形でメディアに規制をかけている実態がかな

り詳細に紹介されており，取材現場の情報入手の

難しさを浮き彫りにしている。しかし，発表洪水

に関してはわずかに警視庁の広報件数の多さが示

された(No.28)程度で，企業のパプリシティ活動

には触れながら行政機関への言及はない。

便宜供与に関する記述はいずれも排他性，情報

統制の問題提起を主とした記事であって，正面か

らその問題点を取り上げた記事ではない。また，

便宜供与の具体例は記者室や記者席のスペースの

問題とテレビ局の番組制作協力の点に限られ，記

者室の運営費(電話代など)や懇親会会費負担，

招待旅行といった問題は見当たらない。

相互束縛関連は，皇太子妃報道協定が大きな注

目を集めただけにメディアにとって避けて通れな

いテーマとなり，具体的な記述が多く見られた。

相互束縛の背景として，特オチ回避の要求，情報

源への依存の強さ，多メディア化による調整の必
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要といった要因が描かれている。情報源に他社の

ネタ元を暴露する例など，監視の目が情報源では

なく同業者に向かう横並び競争の弊害も指摘され

ている。また，官庁のオフレコ懇談を「重要な

ニュースを発言者が不明な形でしか報道できない

ようでは，読者本位とはいえない」として記者ク

ラブが廃止のイニシアティブを取った例など，互

いに自由な取材や報道を競い合う方向への変化の

j~ しをフォローしている。

排他性・閉鎖性は，初出 (1992年6月)から 1

年後に協会見解が改正され一気に改革が進んだ問

題点だが，見解改正に先立つて連載の形で明確に

問題提起を行っている点が注目される。新見解が

国際的相互主義を前面に打ち出して外国メディア

への開放を説明，国内の雑誌メディアなどへの改

革には踏み込まなかったのに対し，連載では追加

的ながら国内メディアからも開放を促す声が出て

いることに触れている。一方，閉鎖性の非難の的

となる懇談を廃止してオープンな場である会見の

比重を高める改革に関しては，小沢氏の番懇廃止，

会見の出席制限廃止に見られるように情報源から

の提案がきっかけであるためか，メディア側から

は歓迎の声と「本音が聞けなくなる」といった危

慎が交錯した。

以上，描かれた側面を総括すると，排他性・閉

鎖性に関しては外国メディアへの開放を打ち出し

た新聞協会の方針決定に先立つて，圏内メディア

への目配りも含めて明確な問題提起がなされたと

みてよい。注目が集まった皇太子妃報道協定に関

しては特オチ恐怖などメディアの、本音'が紹介

されたほか，相互束縛の周辺にはメディア同士の

足の引っ張り合いというシビアな状況があること

も報告された。また情報統制，とりわげ取材の自

由を損なう当局の制裁や発表操作については多く

の紙幅をさき，形のうえでは記者クラブの自主的

な合意に基づくオフレコ懇談の取り扱いが，実際

には情報源の意向に強く左右され，結果としてど

こが決定権を持っかがあいまいになっている実態

を描きだしてもいる。



(2) 避けられた素材

しかし，問題提起の動きが存在しながらメディ

ア欄には現れなかった素材がある。京都府記者ク

ラブ訴訟，便宜供与に関する各記者クラブ現場の

改革，労組の調査・提言活動一一の3つの動きが，

それである(表IIr記者クラブ問題関連年表」参

照)。

(a)記者クラブ訴訟特定媒体への記者クラブ施

設提供は地方自治法に違反する財政支出だとして

住民が 1990年に提訴した京都府記者室貸与事件

(京都地判平成 4年 2月10日判例タイムス 781

号)は，記者クラブの違法性が法廷で問われた初

のケースとなった。知事に対して記者室の賃料相

当額と電話代，専属職員の給与の合計859万円

(1988年度分)を府に返還するよう求めた住民訴

訟である。原告は違法性の根拠として①記者室の

供与は行政財産の目的外使用として地方自治法の

制限に違反する，②記者室は府政担当者と加盟各

社との馴れ合い，癒着の原因となり，行政による

情報操作を容易にする結果，府民の知る権利を侵

害する，③加盟社以外の報道機関を情報提供から

除外することにより，その他の報道機関，府民の

アクセス権を阻害する の3点を挙げた。これ

に対して判決は，知事側から出された「公共的情

報を迅速かつ広範に周知させる広報活動の一環で

あり，府自身の事務または事業の遂行のためにそ

の施設を供するのであって，行政財産の目的外使

用ではない。このことは昭和33年1月7日付大蔵

省管財局長通達に則して昭和39年企画管理部長

依命通達に定めている」との主張を認め，請求を

棄却した。また知る権利の侵害については「的確

な証拠がないJ，アクセス権侵害については「理由

がない」として退け r本件記者室の便宜供与の程

度に関する当不当の議論は別として」記者室の供

用の違法性を否定した。

原告が控訴せず確定したことで記者クラブが占

有する記者室は訴訟の場では一応の正当性を認め

られたことになるが，行政府(情報源)が記者室

占有という、特権かを供する意図が明確になった

こと，受け手の不信が報道の結果にとどまらず取

新聞の自己検証報道の意義

材プロセスに及び，その異議申し立てが訴訟とい

う形で表面化してきたことの2点に，本訴訟の意

義が見いだせる。さらに原告は 1993年に第二次記

者クラブ訴訟を提起，京都市政クラプに舞台を移

し，電話代に絞った施設利用費と記者クラブとの

懇親会費を京都市が負担することの違法性を争っ

て市長と記者クラプを訴えた。これも結局，記者

クラブ相手の訴えは民事訴訟法に定める当事者能

力がないとして本案前に却下され(京都地裁平成

6年 12月19日判決)，市長相手の訴訟も第一次訴

訟と同様に棄却された(京都地裁平成7年4月5

日判決)。今度は原告が控訴したことで訴訟は継続

しているが，判決の勝ち負けはさておき，記者ク

ラブが公金違法支出の受益者に擬せられて訴えら

れるのは前代未聞のことで，新聞の取材体制のあ

り方に厳しい目が注がれるようになったひとつの

証左といえる。

(b)記者クラブ現場の改革便宜供与に関する記

者クラブ現場の取り組みは，記者クラブ訴訟の提

起以降に活発化してきた。1991年 11月，茨城県政

記者会，水戸市政クラブが取材先との懇親会の簡

素化，頭割り会費制導入を決定，翌 1992年には広

島市政クラブ等にも懇談会の見直しが広まった。

こうした懇談会費は取材先が負担する習慣があっ

て一種の接待とも言える形態になっていたが，こ

れを返上する意思表示を行ったのである。記者ク

ラブから本社への送稿をファックス・ワープロ利

用に変更する時点で電話代を自社負担に切り換え

たり，懇談会費の自己負担を決めるなどの動きが

各地のクラブで続いている。京都新聞が社内に便

宜供与に関する検討組織を設置するなど，新聞社

としての取り組みも一部に出てきた(53)01994年2

月に栃木県知事交際費を巡る最高裁判決(平成6

年1月27日判例時報 1487号)を受けて情報公聞

が行われ r記者クラブとの懇談」名目で 13件

1245万円の支出が明らかになり，記者クラブと情

報源との金銭的な関係の一端が公になったこと

も，メディア側に対応を迫るムードを作ったと見

られる。

(c)労組の提言・調査活動 毎日新聞労組が先鞭
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をつけ， 1992年7月に記者クラブ改革試案を発

表，具体的な提案を行った。議論のための、たた

き台。になることを期して発表した試案は，まず

「知らせる義務」を出発点とすることを明示し，特

権化した記者室の利用や情報源アクセスを見直し

て他メディアや市民と共有する方向を目指しつ

つ，当局からの自律性を確立していこうという姿

勢を打ち出している。続いて翌 1993年6月には全

国の記者クラブ実態調査を実施，便宜供与や庁舎

管理権による統制，黒板協定などの実態をまとめ

た。こうした毎日労組の取り組みが飛び火し，中

国新聞労組，神戸デイリー労組などが各地で実態

調査や改革提言を行った。

これらを総括する形で出てきたのが，日本新聞

労連が 1994年6月に発行した冊子「提言一一記者

クラブや改革」である。同労連の新聞研究部が 1993

年秋から検討を進めていた。そこでは「知る権利

への奉仕」という原点を確認したうえで，

①加 入新聞協会加盟などの条件は

付さず，原則的に開放する

②記者室の利用 あらゆる取材者の取材拠点、

としてのワーキングルーム

として位置づける

③会見参加一原則自由化。情報源が取材

④協

者を制限する場合には目的

と内容，方法が合理的で必

要な場合のみ許される

定一クラブ内の協定=談合は拘

束力なし。公権力による、し

ぼりか(公表時期等の制限)

は合理性，妥当性があるも

のに限り，必要最小限度で

⑤便宜供与一報道機関の目的，役割にか

なう最低限の便宜供与は正

当。必要以上のサービスは

利益供与として返上を

⑥非官公庁クラブ経済関係等公共性の高い民

問団体の記者クラブにも上

記を準用する

の6点について提言している。
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すなわち，受け手が提起した記者クラブ訴訟

を一つの契機として，クラブ現場の便宜供与返

上の改革が具体的に各地で展開されるととも

に，労組では組織力を活用して情報統制や便宜

供与の実態調査を実施，改革に向けて理論を含

めた総合的な議論に取り組んできたと言える。

にもかかわらず，メディア欄の関心を引きつけ

なかった。

(3) 傾向

こうして見てくると，便宜供与に関しては素

材の豊富さにもかかわらず記事件数はきわめて

少なし「送り手の現実を描く」姿勢に乏しいと

判断せざるを得ない。しかしそうした、濃淡グ

は便宜供与に限らない。情報統制に関して被害

者の立場になる規制の記述が圧倒的に多い一方

で，安易に情報を確保できる受益者の立場にな

る発表洪水といった、サービス。過剰にはほと

んど触れていない。相互束縛の点でも，皇太子

妃協定など広く一般からの関心が集中した事例

は取り上げ，協定の原因ともなる集中・過剰取

材は描きながら，日常的に便利に活用している

黒板協定などの事例は見られない。排他性に関

する問題提起は例外的に見えるが，外国メディ

アの言わば、外圧かから改革を迫られた課題で

あり，改革の方向が明確に示せたという事情が

ある。つまり，取り上げる素材は受難型あるい

は外圧型であり，便宜供与に代表される受益型

の素材は無視される傾向があるといえよう。

第五章 自己検証報道の意義

| 遅れてきた改革

ここでは，自己検証報道がなぜ急速に浸透し，

かつ多様化したのか，分析を試みる。

新聞が自らを紙面に載せる選択を行うまでに

は，二つに段階があった。第一段階は，受け手

の信頼調達が困難になっているという認識の広

がりである。 1980年代中盤から犯罪報道批判が

活発化し，弁護士団体から報道による人権侵害

の深刻きが語られ(叫，現場記者が警察発表に頼

る取材活動を明らかにして発表ジャーナリズム



体質をあぶりだす(日)なかで，受け手は冷静にメ

ディアを監視する姿勢を徐々に身につけること

になる。そして 1989年，日本新聞協会が行った

全国新聞信頼度調査の数字が急速に落ち込んで

過去最低を記録した前後には，天皇病状報道と

サンゴ損傷事件が新聞および報道への疑問を増

幅させていた。受け手の不信が数字に現れ，し

かも大新聞が申し聞きのできない虚報事件を引

き起こして初めて，新聞は受け手に向き直り，

信頼回復を模索し始めた。まず多くの新聞で読

者対応の改善が図られたが，これは，電話のタ

ライ回しを回避するといったレベルから出発し

た取り組みだった。

第二段階である自己検証報道の必要性の認識

に至るには，新聞に対する新たな圧力を待つこ

とになる。 1990年代に入ると，発表ジャーナリ

ズムの温床と呼ばれる記者クラブの是非が裁判

に発展する一方で，警察を中心に報道規制の強

化が進んだのである。記者クラブ訴訟の詳細は

前章でみた通りだが，ここでは，受け手の不信

が取材プロセスに向けられ，訴訟という形で表

面化してきた点を指摘すれば十分だろう。一方，

県警が記者室で警察以外の会見を認めないと通

告し，記者クラブの、入居拒否闘争かに発展し

た1991年8月の宮城県の事例(56)をはじめ，警

察を中心に取材規制が目立って強化された。

1992年頃からは事件・事故の関係者を匿名で発

表するケースが増えてきたが，これに対しては，

逮捕などの権力行使を行う警察の活動が密室化

するとして，報道被害救済を訴える弁護士から

も批判が強い。政治報道の分野でも， 1993年に

起きた小沢新生党代表幹事の番記者懇談廃止，

それに続く記者会見凍結 (r会見はサービス」発

言)事件は，その是非は別にして，番記者制度

を通した新聞と情報源の‘蜜月かに冷水を浴び

せかけ，既得権を脅かすものと言えるだろう。

こうした受け手と情報源の両方からの圧力に

さらされた新聞は，ょうやく受け手の信頼こそ

が自らの資源であることに立ち返り r世の中に

は見えにくいものが三つあるJ政治』と『メディ

新聞の自己検証報道の意義

ア』と『裁判』だ}57)という批判と向き合う。政

治も裁判も最優先に報道対象とされてきた。そ

こで，社会のさまざまな現象を監視して報道対

象とし，不祥事や問題点を告発する新聞が，第

四権力と呼ばれるほどの社会権力と評される自

らについては相互批判すらも控え，全体として

監視のカヤの外に安住していることに受け手の

メディア不信の一端があることを認めざるをえ

なくなり，自己検証報道が進展してきた道筋が

見える。自己検証報道は，冷静にメディアを監

視する受け手の生成への対応を怠ってきた新聞

が「もうそんな時代ではない」ことに気づいた

ところから生まれた、遅れてきた改革'の側面

が強し〉。

さらに，記録性を特性とする新聞はテレビと

比べて検証が可能なメディアであり，その点で

新聞の大きな驚異となってきたテレビに対して

優位性を示せる数少ない領域であることも，新

聞が自己検証報道に乗り出した動機を探るうえ

で軽視できない要素である(刷。

それゆえにまた，多様化も当然に要請される。

というのも，自己検証報道の先駆的存在である

外部批評は「有名人の単なる印象批判的な批評

欄」という限界が指摘され，メディアが自らを

伝える形としては，いかにもホ免罪符。的なも

のであると言わざるをえないからである。アン

ケート結果のなかで紙面批評のく効果〉として

デスクや記者の倫理向上を選択したところが少

数 (2-3割)に留まっている点からも，批評

としての効果の低さがうかがえる。多様なスタ

イルの模索は外部批評の限界を踏み越えようと

する試みであり，なかでもメディア欄は，新聞

が主体的にメディアに関する常設フォーラムの

形成を図るとともに，積極的に自己検証に取り

組む姿勢を見せた。自己弁護に逃げ込むことも

可能な応答欄や任意解説に対して，一般記事と

同列の事実報道を宣言した点で，受け手への責

任をより強く意識した取り組みといえるだろ

フ。
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2 自己検証報道の意義

(1) r編集」権の独立

新聞の報道活動に疑問を持ったとき，受け手

は苦情を持ち込んだり説明を求める。しかし従

来の自己検証制度では，報道内容の訂正すら不

十分に留まり，報道プロセスに至っては密室の

検証作業を窺い知ることができず，疑問は解消

されない。ここで新聞の態度を正当化するのが

「編集権の独立」である。先に，新聞内部の議論

や異論を押さえ込む機能を果たしていることに

触れたが，その威力は外部に対しでも同様に発

揮される。反論文掲載を避けるのは，それが編

集権の独立を侵すものだという意識が強いため

であり，あるいは取材を行っていないことまで

を編集権を前提に情報源秘匿として主張し

て(5ヘ編集判断や取材の適否という問題の周囲

に煙幕を張り巡らす。独立が独善と紙一重であ

ることへの恐れは，そこでは存在が薄い。だか

らこそ，新聞が編集権の独立を主張すればする

ほど，苦情処理の実効性(訂正記事の掲載など)

は編集権の壁に阻まれ，さらには編集権を理由

として取材プロセスが覆い隠されて密室性が強

まる一ーという結果をもたらしてきた。

ここで聞いたいのは，何からの独立(自由)

か，伺のための独立(自由)か，という点であ

る。公権力にこそ主張されるはずの編集権の独

立は，原子力翼賛記事がパブ、リシティ広告とい

う形で，広告主(資源エネルギー庁)も広告で

あることも明示されずに紙面を飾ることで，

すっかり色槌せた。知る権利に応えて公的議論

の促進を図るのなら，自ら公共性を名乗りなが

ら記者の 2割以上が「他メディアの内部事情」

を記事にしないことを経験した(60)のはなぜか。

新聞がどういう自意識を持つかは別にして，

公権力監視を核とした公的議論の促進という社

会的機能が果たされているなら，ことさらに受

け手への説明不足を問題にする必要は薄い。し

かし，現実に新聞の自殺行為である発表ジャー

ナリズムが進行している。新聞は「編集」と「経

営」の両輪で存立する。経営基盤の弱い新聞に
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対し，公権力は効率的な情報収集の魅力で「経

営」を取り込む。「編集」が受け手への責任を忘

れてそれに引きずられるなら，知る権利に奉仕

する活動は弱体化するしかない。これを脱却す

るには，新聞の独立だけでは不十分であり r編

集」の「経営」からの独立が確保されなければ

ならない。従来の自己検証ではこの内圧をかわ

す盾にはなりえず，すでに内部での対応は限界

を迎えていると判断せざるを得ない。そこで，

外部化の道を探る必要が出てくる。

(2) 受け手の回復に向けて

ここで，外部から行政機関をチェックする手

法として編み出されたオンプズマン制度が参考

になる。マス・メディアをチェックする新たな

手法として研究者や弁護士団体などが注目する

諸外国の制度もやはり，ひとつにはオンブズマ

ンであり，さらには第三者が審査を行う報道評

議会である。オンブズマンは各新聞が採用する

型が典型で，読者の代表の立場で紙面審査と苦

情処理を担当，その結果をコラムにまとめて紙

面に掲載する権限を持つ。また報道評議会はメ

ディア界全体が設置するが，委員はメディア外

からも参加する第三者機構の性格を持ち，主に

裁判外の苦情処理を担当し裁決を当該紙に掲載

させる権限もある。

いず、れも，新聞報道にかかわる問題とその処

理を外部にオープンにする機能を果している

が，日本では苦情処理など従来の制度が機能し

ているとして，導入には至っていない。第三章

で紹介した自己検証報道アンケートでは報道評

議会の導入についても意向を聞いており，その

結果 r現行通り，各社ごとの対応がよい」が半

数を越えた。「新聞界の組織として導入を検討す

る方がよい」は 2割弱 r外部からも委員を参加

させる第三者機関を考慮した方がよい」は3割

弱で新制度導入の回答が4割を越えたが，大半

が「将来的に」との留保をつけており，早急な

課題として意識する層は一割程度にとどまって

いる。当面，こうした新制度設置の動きは鈍い

ものであることは確かだ、ろう。



自己検証報道はこれと別の外部化の第一歩と

捉えることができる。自己検証の結果を受け手

と共有しようという発想であり，ここでようや

く，新聞の自己検証に受け手のへの責任を組み

込む余地が生まれた。急増してきたタイミング

が，新しい制度への消極性の裏返しとして出て

きた点は注目に値しよう。サンゴ損傷事件など

虚報・誤報の続出に新聞界が危機感を強めるな

か，東京地区マスコミ倫理懇談会が1990年度に

「苦情処理のための機構等研究部会」を設けて通

年で検討したものの，報道評議会のような統一

的な新機構の導入を提起するには至らなかっ

た。各新聞からの独立性が強い点がネックと

なったもので，その点，自らの紙面を活用する自

己検証報道であれば，従来の編集プロセスや権

限，言い換えれば「編集権の独立」を大幅に変

更せずに実施できるメリットは無視できない。

しかし自らを外部にさらして自己を規律しよ

うとすれば，現状では新聞にとって耳の痛い話

を出さざるをえない場面が多くなる。それでも，

「編集」がその自由を確保しようとするなら，受

け手との接点を作り直していくしかない。その

点，受け手の信頼調達の観点、の変化に，その兆

しを見ることができる。従来は「訂正は信頼を

損なう」と消極的だ、ったが，近年は「訂正は読

者への責任」として前向きに対応するように

なってきた。無謬性神話の上に築いた権威から

信頼を調達しようとしてきた従来の姿勢からの

脱却が図られつつある。これは，権威が失墜し

たときに大打撃となるという一連の虚報・誤報

事件の教訓|かもしれない。権威に代わるものと

して重視されるのが，理解と関心である。自己

検証報道アンケートでも，メディア欄への評価

として「関心と理解を高める」が最高得点を獲

得 r信頼度を高める」を上回った。一足飛び、に

信頼獲得を求めるのではなく理解を通して信頼

につなげていこうという姿勢は，従来の受け手

軽視を修正するものであり，自己検証報道の誕

生はすんでのところで受け手不在への道にブ

レーキをかけたものといえる。

新聞の自己検証報道の意義

自己検証報道は受け手の回復を目指す試みで

あり，その主眼は受け手にメディア理解をもた

らすものである必要がある。理解は，現状認識

から始まる。メディア検証の素材を提供するこ

とでメディアが置かれている状況を的確に受け

手に伝え，もってメディアに対する政府情報へ

のアクセス制限をメディアだけの問題ではなく

受け手の利益に密接にかかわる問題として共有

できる地盤を作りだすこと，メディアに対する

受け手の疑問や批判に自らを開いて受け手のメ

ディア監視を受け入れ，監視と批判に耐えうる

報道活動を行う能力を確立していくことが，自

己検証報道に秘められた可能性と言えるだろ

う。言い換えれば，自己検証に受け手を組み込

むことで経営からの内圧をかわし，情報管理の

外圧に抵抗する足場を固めることで，発表

ジャーナリズム克服の処方筆を描くことが可能

になる。

その意味で，自己検証報道を「情報の送り手

もまた，見つめられる時代になった}61)という

、遅れてきた改革汐として位置づけるのではな

し「送り手だからこそ見つめられる」という視

点が必要になってくる。もちろん，私企業であ

るマス・メディアに情報公開の義務が生じるわ

けではない。しかし，次の三つの点から，自己

検証報道は新聞にとって必要な措置であると言

える。一点目は，拒絶のリスクの高きである。

メディア監視を拒絶し続けることは，受け手の

信頼や理解を確保しないまま情報統制の強化に

さらされるというリスクを背負い込むことにつ

ながる。二点目は，実施の容易さにある。すで

に情報提供の、場かを有している新聞にとって，

メディア検証の素材を提供することはさほど困

難ではない，という優位性がある。先に指摘し

たように各社の判断で実施できるわけで，従来

の編集権への固執からの軟着陸が可能な手法で

もある。三点目は，社会的機能の自覚にかかわ

る。新聞は r人びとから負託された社会的使命

にもとづいて，新聞自身が，新聞とそれを生み

出している新聞社のあり方をともに相対化して
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捉え，それらの問題を公共的な事項として広く

論議の対象としていかねばならない}62)という

認識を，具体的な実践のレベルに移していく必

要がある。

これは同時に，受け手の側にもマス・メディ

アという制度を支えていく努力が具体化したこ

とになる。マス・メディアに対する監視は，自

らの知る権利を確保する有効な手段として必要

なことであり，そのための素材の提供を要求し，

評価していく姿勢が求められよう。もちろんそ

れはマス・メディアの専門性を否定することで

はない。ただ，環境を感知し対応していくのが

生存の条件でありスタイルでもある以上，情報

化社会の進展とともに情報処理能力が生存の条

件としてより重視されるようになってくる可能

性は小さくない。その場合，専門家との関係も

変わる。専門領域は専門家に任せるという分業

が不可避だとしても，よい専門家をいかに確保

していくかが焦点となろう。その選択を可能と

する能力をメディア・リテラシー(63)と呼ぶが，

この能力を育て発揮していくためには選択のた

めの素材が与えられなければならない。自らよ

い専門家たらんと自助努力するとともに，よい

専門家の選択を可能にする環境を整える姿勢を

見せるか否かも，よい専門家の条件に加味して

見ていくことが重要になってくる。そこに，メ

ディアの情報処理プロセスの公開を要請する一

つの理由がある。「社会的に入手可能な知識在庫

がどのように配分されているのか，ということ

についての知識は，少なくとも外形的には，同

じこの知識在庫のなかでもとくに重要な要素を

なしている」剛)ことに気づけば，煩雑ではある

が，それが高度に情報化した現代に生きる市民

の、護身術かと言えるかもしれない。さらには，

、受け手グという受動的な立場から自らの知る権

利，表現の自由の実現を求めていく能動的なア

プローチの扉を開くものでもある。

ディア欄の傾向について評価を試みる。

メディア欄が避けた素材についてメディア欄

担当者に対してインタビューを行い，以下のよ

うな回答を得た(65)。

①記者クラブ訴訟;市民が首長を訴える構図

で，記者が純然たる当事者になっていなかっ

た。京都の訴訟を普遍的なものとしてとらえ

ることができるか疑問もある。

②労組の改革提言・調査;取り上げてもよい話

題だが労組については内輪意識が強い。内容

の価値判断の問題ではなく，仲間だから面は

ゆいという気持ち。また，労組は媒体ではな

い点で常態としてのメディア的なものではな

いことから，メディア欄の対象としては少し

ズレを感じる。

@便宜供与返上の動き;便宜供与のどのレベル

を問題にするのか，詰める必要がある。記者

クラブを通して勧誘されたが朝日は自費負担

が原則なので参加を断った視察旅行について

取り上げようとしたが，翻って自分はきれい

なのかと言われれば我々の知らないところで

何らかの便宜供与を受けていないとは限ら

ず，胸を張れない。とりあえず保留にしたケー

スがある。やるとなったら，記者クラブ制度

を解剖する試みのひとつとして取り上げてい

くことになる。

つまり，クラブ訴訟は「普遍性」に疑問がある

という点で，労組の取り組みには「面はゆき」が

あるという点で，いずれもトピックとして、弱いか

ために記事にしない判断を下す一方，便宜供与返

上については書く必要を感じながらも「自らの潔

白を確保しなければ」との意識が邪魔をしたとい

うことになる。

確かに，記者クラブ訴訟については「記者室に

ついてオフィスの賃料換算をするなど，エキセン

トリックな側面が強い」という見方が新聞界では

強く，一般記事でもほとんど報道されなかった。

しかし，訴訟が一つの契機となって各地の記者ク

3 メディア欄はも免罪符。か ラプ改革や労組の取り組みが広がり，現実にイン

最後に，自己検証報道の意義を踏まえてメ パクトをもったのも事実である。さらに，賃料換
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算した記者室使用料を合算せずに電話代と懇親会

費だけを対象とし，記者クラブを被告として提起

された第二次訴訟についても，同種の主張が適用

できるか疑問がある。記事化の要件とする「普遍

性」の判断にも I~権力偏重・市民軽視』と批判さ

れる日本のメディア}66)ゆえの曇りがないのか，

疑問の余地が残る。「面はゆき」については，どこ

まで自らを相対的にとらえるかという問題であ

る。自社主催のイベントを大々的に報道する姿勢

から見ても説得力に欠ける。報道に値するか否か

の価値の問題として見ていく必要があろう。最後

に「身の潔白」へのこだわりである。批判を行う

ものが自らを省みて襟を正す姿勢は正当なもので

はあるが，それでは自らが係わる問題への議題設

定能力が極端に制限される恐れが強い。現実にこ

こでは招待旅行の実態に切り込む機会を逸した。

取材の自由の危機を受け手と共有する点では前

向きな情報提供を行うが I身の潔白」にこだわっ

てメディア欄記事の範囲を限定するとすれば，そ

こには経営至上主義の内圧に目をつぶったままで

情報管理の外圧に受け手の支持を動員したいとい

う思惑が見え隠れする。新聞にとって都合のいい

ことだけを伝えながら，受け手のメディア監視を

受け入れているという、免罪符かを手に入れるこ

とになりかねない。

「批判は誤謬に対する保険である }67)と考え，批

判を受けまいと自ら潔白であることに執着する意

識を変えていくことこそが求められる。なぜなら，

自己検証報道は受け手のメディア理解を促進する

ことに意義が求められ，メディア側の事情や麗踏

で情報提供が阻止されることは，受け手の正しい

メディア理解を歪めることになりかねない。こう

した認識が浸透し得るかについては Iメディア欄

を担当して，意義やプロセスを考える習慣がつい

た}68)とのコメントに可能性を見いだすことがで

きる。翻って，横並びの取材競争に明け暮れるメ

ディアが自らを見つめなおすためには，メディア

欄という形式が不可欠と言わないまでも，かなり

有効な手段となりうる。

さらに，メディア欄が全国展開に至っていない

新聞の自己検証報道の意義

点には大いに注意が必要だろう。紙面のスペース

が広告量によって決まるため，同じ東京本社発行

の紙面でも北海道などはメディア欄を掲載する第

三社会面が存在せず，分析対象とした期間を通じ

て常設になっていなかった。紙面の取捨選択は多

分に経営判断によるとされる。この点は，経営論

理が編集権を支配しているもう一つの証左であろ

う。それでも，メディア欄創設から 4年近くを経

て1995年2月から，北海道版にも夕刊に掲載され

るようになった。歩きはじめたばかりのメディア

欄にとって道のりはいまだ遠いが，行く手に光が

ないわけではない。

おわりに

今後，こうした受け手重視の姿勢が，実践を通

じて新聞の内部に浸透していくことを期待した

い。とは言え，メディア欄の実践はいまだ全紙の

1割にも満たず，マス・メディア内部から「メディ

アが自分たちの自由を守るために共闘できない日

本の現状では取り扱えない問題も出てくる」酬と

いう嘆きが聞こえてくる現状は，決して楽観を許

すものではないことも事実だろう。受け手の表現

の自由(知る権利)をより実質化していくために，

情報公開の制度化を進めること70)の必要性は，い

くら強調しでもし過ぎることはない。

く注〉

(1)堀識蔵「メディア欄の創設一一『なぜ』の解

明に新機軸J r新聞研究~ 1992年10月号31頁。

(2) [2 ] 47頁以下および [6]46頁参照。

(3) 発表ジャーナリズムという言葉の産みの親で

ある原寿雄氏をはじめメディアの現状に問題提

起を行う多くのメディア関係者が肯定する数字

だが，発表情報の紙面化に関する紙面検証の

データはなく，実証されていなしユ。実証が困難

な理由の一つに，日本の新聞では情報源が明示

されない記事が多いため，確定できないことが

挙げられる。

(4) 東京新聞販売局の委託を受けたチラシ業者が

1993年末に東京23区に配布したチラシのコ
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ピー。朝夕刊セットで全国紙より 20%ほど安い

点をアピールしたが，編集局からクレームがつ

いて配布を中断した。朝日新聞 1994年4月16

日メディア欄。

(5) 赤尾光史「現代新聞記者像J [3 J第 12号

(1994) 15頁以下。

(6) 毎日新聞労働組合が 1993年 5-6月に組合

員を対象に行った記者クラブ実態調査から。

[26J 1993年8月26日。

(7) 紙面化や放映時間の期日・時聞を事前に規定

する協定で，通常，記者室の黒板にクラブ幹事

が発表予定を書き込むことで成立することか

ら，この名前がある。

(8) 田川憲生「情報攻勢の中で原点をみつめる」

[ 4 J 1986年2月号40頁。

(9) 座談会「よりよき情報伝達のために」での総

務庁クラブ所属記者の発言。向上 15頁。

(10) 梓津和幸「犯罪報道，警察取材の日米比較」

[ 4 J 1989年 1月号61頁以下。

(ll) [6 J 66頁。

(12) 赤尾・前掲論文(注 5)32頁。

(13) 例えば製薬会社の抗ウイルス剤「ソリブジン」

告発で，死亡した主婦の身元を解明するために

毎日新聞大阪本社の取材班が当たった関係者は

約200人，医療関係者は 150人に及び，のべ 1ヵ

月にわたって 9道府県への出張を要した。朝野

富三「いま新聞の特性を生かすためにA4 ]1994 

年7月号27頁以下。

帥高校教師夫妻が息子を殺した事件のルポで

1993年の新聞協会賞を受けた共同通信の論説

委員が受賞報告のなかでこの点を指摘してい

る。横川和夫「取材の積み重ねが結実した『仮

面の家~J [4 J 1993年 10月号26頁。

(15) 新井直之「自主規制と表現の自由J[7 J 46頁。

(16) [12J 56頁。

(17) [23J 15 号 ('89 秋~'90 夏) 18頁。

(18) 座談会，w客観報道』の問題点は何か」での岩

見隆夫毎日新聞編集委員の発言。 [4]1987年6

月号 13頁。

(19) 座談会「若手記者討論会/記者とは何か」の
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なかの元記者で『新聞記者を取材した~ (岩波書

庖， 1992)の著者である斉藤茂男氏の発言。[4 J 

1993年3月号84頁。

側樋口美智子「日本の『記者クラブ制度』につ

いてJ W東洋法学~ 37 (1) (1993) 225頁。

(2D 日本新聞協会は記者クラブを担当記者相互の

親睦機関と位置づけ，取材活動には一切関与し

ないとする建前をとる。

(22) [16J p. 18. 

(幻) Branzburg v. Hayes， 408 U.S.665 (1972). 

(24) [10J 35頁以下。

(お，) [16J pp. 20-28. 

(26) [14J pp. 538-544. 

(訂) [16J pp. 20-28. 

(28) 岡田直行「事件とニュースのあいだJ Wマスコ

ミが事件をつくる~ (有斐閣， 1981) 30頁以下0

(29) 日本新聞協会「改訂二版取材と報道一一新聞

編集の基準~ (1990) 15頁。

(30) 新井・前掲論文(注 15)43頁。

(3D 日本新聞協会が会員・非会員各紙を対象に日

常的に紙面審査を行っているが，審査の焦点、は

狼裏表現に置かれている。[5 J 1994年2月15

日。。2) 日本新聞協会審査室「紙面審査機構の現状
会員新聞・通信社アンケート調査より J[4 J 

1993年 7月号62頁。

(33) 向上67頁。

(34) 報道の免責判定に当たり，取材の内容や方法

を細かく吟味し，厳しい基準を設ける判決が出

てきた。[5 J 1993年7月20日。

倒古川俊実「新聞に対する苦情への対応J [21J 

1991年9月号。

側例えば前沢猛『マスコミ報道の責任~(三省堂，

1992)にスウェーデンの制度紹介のなかで「書

かれる側の人たちの人権を守る自主規制への自

覚」という記述がある。 230頁。

(37) 例として，石村善治『言論の自由とマス・メ

ディアの「自主規制J~ (福岡大学創立30周年記

念論文集， 1964)は，自主規制は従来の国家権

力による規制を単に社会支配勢力，あるいは『同



業者聞の協約』に代えたにすぎないものとなる

という欠点を生み出す」と記述する。 35頁。

(38) 日本新聞協会審査室・前掲論文(注32)62頁。

仰) 第1期委員の後藤文靖氏(元同紙記事審査委

員長)の退任の弁。朝日新聞1990年10月15日

新聞週間特集面。

仰向上。

凶 日本新聞協会審査室が1973年からほぼ5年

おきに加盟各紙を調査(9月を対象とした月間

件数の把握)しており， 1990年調査では対象96

紙のうち 83紙が訂正記事を掲載，総掲載本数は

669本， 1紙平均8.1本となった。第1回(1紙

平均1.9本)から一貫して増加傾向にあるが，

今回は前回の 1987年調査(同5.9本)から 3割

以上の大幅な増加となった。同審査室「第5回

訂正記事掲載状況調査j [4 J 1991年8月号78

頁。

ω) 財団法人経済広報センター「企業の広報活動
に関する意識実態調査j (1993)。

ω) [1 J 225頁。
例 日本共産党対サンケイ新聞意見広告事件にお

いて最高裁昭和62年4月24日判決(民集41巻

3号490頁)は，反論権制度は「名誉あるいは

プライパシーの保護に資するものがあることも

否定し難い」ものの「民主主義において極めて

重要な意味をもっ新聞等の表現の自由に対し重

大な影響を及ぽす」とし r具体的な成文法がな

いのに(略)反論文掲載請求権を認めることは

できなし当」と日本共産党の請求を棄却した。

附 [ 2 J 179頁以下。

側 日本新聞協会審査室・前掲論文(注32)62頁。

仰) r新聞が自らを含むメディアを取材対象とし，

行動や問題点などについて報道することについ

てどう思いますか」と質問，各項目について

r 1ニそう思わない」から r5 =そう思う」まで

の5段階に分け，該当する数字をOで囲む方法

で実施した。

く質問形式〉

(a)メディアに対する関心と理解を高める

1一一一2一一一3一一一4一一一5

新聞の自己検証報道の意義

州 「評価得点」は評価の 1%につき r1 =そう思

わないj(x(-2)点)， r 2 =あまりそう思わ

ないj(x(-l)点)， r 3 =どちらともいえな

い」と「無回答j (x 0点)， r 4 =まあそう思う」

(x 1点)， r 5 =そう思う j (x 2点)の加重平

均である。したがって，最高点は200点，最低

点は-200点となる

(49) 日本新聞協会審査室・前掲論文(注32)63頁

以下。

(50) [2 J 181頁。

(5D [27J 1頁以下。

(52) 1992年6月に新聞協会研究所が「報道問題研

究会」を設置，中心テーマのひとつに記者クラ

ブ問題を取り上げた。新聞社の編集幹部と研究

者ら 10人が会合を重ね 3年間の検討を経て

1995年5月に報告書をまとめた。「内部事情も

からむ微妙な問題をできるだけ率直に話し合

い，情報の共有と交換が円滑に行われることを

最優先させ」て途中経過を部外秘にする条件で

研究が行われたことからも，この問題の取り扱

いの難しさがうかがえる。斉藤仁「新聞報道研

究会についてj [3 J第12号 (1994)167頁およ

び [31J。

倒[5 J 1994年7月19日。

(54) [9J参照。具体的な報道被害の実態を踏まえ

て改善提案を行っている。

(55) [8J参照。特に報道基準研究会「検証・貝塚

事件捜査と新聞報道」が詳しい。

(湖毎日新聞社会部『情報デモクラシー~ (毎日新

聞社， 1992) 199頁以下。

(57) 米国のケープルテレビC-SPANの表現。朝

日新聞メディア欄1993年9月10日。

(58) マスコミ批判に対して新聞は「マスコミ一家

の長男」としてマス・メディア全体に影響力を

発揮すべきであるという自負心を示し，他メ

ディアを「わがままいっぱい育てられ，時には

非行に走って世聞から非難される弟妹たち」と

表現する。[1 J 89頁0

(59) 人権と報道・連絡会 W<揺れる匿名報道一一ス

ウェーデンから〉資料集~ (1993)。
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側) 赤尾・前掲論文(注5)34頁以下。「防衛関係」

「天皇・皇室情報」など 12項目を挙げて実際に

記事にしなかった経験を質問したところ r差別

問題」が27.1%で最多となり，次いで「他メディ

アの内部事'情」が23.5%だった。「差別問題」に

ついては，言葉狩りにとどまらず，掲載を避け

る形での自主規制が強いことがうかがえる。

制 [27J 1頁。

(62) [2 J 24頁。

(63) 日本新聞協会が教育界に働きかけて重点的に

取り組んでいる NIE(教育に新聞を)活動も情

報の取捨選択能力であるメディア・リテラシー

の必要性を強調する。ただし新聞を教材として

活用することに力が注がれており，情報がどの

ように送られてくるか，つまり情報の内容だけ

ではなく情報の生まれ方を具体的に知っていく

ことの必要性の認識は薄いように思われる。

制 P. L.パーガー=T.ルックマン『日常世界の

構成~ (1977，新曜社)79頁。

側 [28Jおよび [29J。

(侃)木部克己「裁かれる記者クラフン『法学セミ

ナー~ 1994年7月号8頁。他に，カレル・ヴア

ン・ウォルフレン「日本/権力構造の謎(上・

下)~ (1994，早川書房)参照。

(61) 仏プレス全国連盟第 12回大会 (1991年 10

月)のミッテラン仏大統領のあいさつ。吉原

功「フランス・メディア文化の危機と情報化の

行方J Fメディアと情報化の現在~ (日本評論社，

1993) 52頁から引用。

側 [28Jのなかで r通常の取材は覆いかぶさっ

てくるものをこなすか狙っているテーマを追う

形になり，考えることをある程度停止させられ

る。メディア欄では，それは何か，プロセスは

何か，どう形をつけるかを考える時聞が持てる

し，考えなければならない」と発言した。

側 『アメリカのジャーナリズム~ (岩波書庖，

1991)の著作がある藤田博司共同通信編集委員

の発言。 1994年7月29日。

側都道府県レベルでは奈良，青森両県を除いて

情報公開条例が施行されている。地方に大きく

112 

遅れをとった園の情報公開法策定に向けた検討

もようやく 1995年4月から始まり，第三者機関

である行政改革委員会の行政情報部会(部会

長・角田礼次郎元内閣法制局長官)が 1996年12

月までに首相に意見具申を行う日程が組まれて

いる。

(まつうら ゆかり 小樽商科大学助手)
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